
現できませんでしたが、「安全センター」誌上で紹

介しているような各地で取り組まれている労働基

準局・監督署との交渉を積み上げるようなかたち

で、今年度はぜひ実現させたいと考えています。

2 参加型労働安全衛生活動の普及

全国安全センター主催による労働安全衛生学

校については、 19 9 4年度は、北海道、大分、東京の

3か所で開催した毛のの、 1995年度の開催はありま

せんでした。

今年度は、昨年 1 2月に東京東部労災職業病セ

ンターが主催した第3回東京労働安全衛生学校

を後援し、また、鳥取労働安全衛生センターがは

じめて主催した昨年6月の第1期労働安全衛生講

座に講師の紹介等を通じて協力しました。前者は

2泊3日の宿泊方式、後者は毎週1閲全3回の通い

方式ですが、いずれの労働安全衛生学校(講座)

とも、チェックリストを活用して実際に職場巡視を

行うプログラムを取り入れ、トレーニングの効果を

格段にあげるとともに、職場巡視を受け入れてい

ただいた職場の労使からも好評を得ており、参加

型労働安全衛生学校の有効性をあらためて感じ

させられています。

今年度は、 10月26-27日に、鹿児島(霧島温泉)

での労働安全衛生学校の開催を計画していま

す。現地の労働組合等と相談しながら、|日松尾鉱

山被害者の会(宮崎)、(社)大分県勤労者安全衛

生センター、熊本県労働安全衛生センターと全国

安全センターが協力して開催する予定です。

また、引き続き、モデル・プログラム、トレーニング

用教材や職場改善事例集の作成等を追及すると

ともに、地域安全センターや労働組合主催の同様

の講座等の開催に協力していきます。

3 調査研究・プロジェクト活動

現在継続的に設置しているフ。ロシ、エクトは、振

動病プロジェクトとじん肺フ。ロジェクトのふたつで

す(いずれも労働者住民医療機関連絡会議との

共同プロジェクト) 。

振動病プロジェクトでは、前述の労働省への働

きかけとも並行しながら、第5回東京( 1月) 、第6回

松IlJ (11月)のほか、作業部会を随時開催してきま

した。とくに1 0月には、大阪で1泊の作業部会を開

催し、中長期的な労災保険制度の改正のあり方に

ついて議論しました。

じん肺ブロジェクトについては、昨年4月の第6

回横浜で、来日されたアメリカマウントサイナイ

医科大学の鈴木康之亮教授の記念講演を受け、

今年3月の第7回広島では、横須賀・呉の造船労

働者のじん肺・アスベスト被害の実態に焦点を当

てました。

じん肺フ。ロジェクトでは、これまでもおりにふれ

て検討されてきたじん肺をめぐる法制度の改正問

題について整理するために作業部会をスタートさ

せ、調査・研究を進めていきます。また、今年 11月

2-4 日には、はじめての日韓共同のじん肺プロ

ジェクト、来年2月 15-16 日には、出稼労働者のじ

ん肺に焦点を当てて秋田(予定)での開催などを

計画しています。

また、昨年 11月に労働者住民医療機関連絡会

議がはじめて開催した産業医部会(熱海)にも協

力しました。

4 アジア等のNGOとの交流促進

昨年7月、韓国から 17名の代表を迎えて東京で

「第2回労働と健康に関する日韓共同セミナーIを

開催しました。 1993年 10月にソウルで開催した第

1回共同セミナーに続き過労死問題に焦点を当て

るとともに、日韓両国の労災職業病をめぐる実態と

取り組みの状況、じん姉、労働者教育の問題を取り

上げました。今後、具体的な共通の課題を通じて

情報交換や交流を促進しようということで、今年 11

月には韓国でじん肺問題についてのセミナーを

開催する予定です(前述)。

今年1月には、インドのアジアの参加型研究の

ための協会 (PRIA) の代表2名がアジア6か国訪

問の一環として来日し、交流しました。今後、アジ

アの関係団体で労働者教育に関する経験の交流

を進めていきたいという提案がされています。
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との問、全国安全センターでは、各々の地域に

密着した活動を進めている地域安全(労災職業

病)センターの全国ネットワークとしての特色を最

大限生かすべく、次のような基調を確認し、それに

沿った取り組みを進めてきました。

すなわち、①「安全センター情報」の発行を軸と

した情報の収集・提供、 IZ労働安全衛生学校等

の開催あるいは地域安全センターや労働組合が

行う労働安全衛生学校等への協力・援助、③相

談活動あるいは地域安全センター等の相談活動

への協力・援助、④アジアをはじめとした世界の

労働安全衛生団体との交流・連携、⑤現場に密着

した全国ネットワ クを生かした調査研究・プロ
ジェクト活動、～労働行政等への働きかけ・政策

提言能力の強化、を6本の柱としていくことです。

行政等への働きかけの強化

前年度から引き続き1995年度は、とくに次の2つ

の課題について労働省への働きかけを強力に行

い、一定の成果をあげることができました。

ひとつは、 1993 年末の東京高裁及び1 9 9 4年末

の大阪高裁での連続勝訴判決で、いずれも労働

省が上告できずに判決が確定したことを受けて、

労災保険における鎖灸治療制限を 1 4年ぶりに撤

廃させたことです。労働省による通達見直し作業

は1995年いっぱいかかり、新通達が施行されたの

は今年3月になりましたが、この問、自治労神奈川

リハビリ労組の事件の東京高裁における和解の

場だけでなく、関係する訴訟の弁護団連名での申

し入れや文献・資料の提供等々、様々なかたちで

働きかけを行ってきましたoその結果、将来に向け

ての鋪灸治療制限の撤廃だけでなく、新通達施

行時点で=時効にかかっていない事案については

過去にさかのぼって救済するという異例の措置が

実現し、現在、前述の東京高裁での和解が大詰

めを迎えているところです。

もうひとつは、一昨年 (1994年)7月にまとめた

「慢性期振動病における調査研究」で明らかにさ

れた実態をっきつけて、振動障害長期療養者に

対する強権的な打ち切りf子政に歯止めをかけ、実

効ある社会復帰施策の確立を求めた取り組みで

す。国会議員あるいは労働省担当者による現地

調査などを含めて、森林労連に全面的に協力して

労働省への働きかけを行ってきました。その結果、

今年1月に振動障害長期療養者の「保険給付の

適正化jにかかる新通達が発出され、また、 4月か

ら社会復帰援護制度の改正とアフターケアの運用

の改善が図られました。今後、その実施状況をフォ

ローするとともに、慢性期振動病の病像論のさらな

る解明や労災補償制度の抜本的改善につなげて

いきたいと思いますo

また、石綿対策全国連絡会議の一員として昨年

の石綿規制にかかる労働安全衛生関係政省令の

改正、危険有害性表示制度、来年施行予定の大

気汚染防止法の改正等をめぐって各省庁との交

渉を重ね、他にも、労働安全衛生法の改正や健康

管理手帳交付対象業務の拡大などの問題で関

係方面に問題提起を行うなど、様々なかたちで行

政への働きかけを強めてきました。

懸案の全国安全センターとしての労働省交渉

は、前述のような個別課題との調整等もあって実
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(熊本大学助教授、熊本県労働安全衛生センター副理事長)

(労働者住民医療機関連絡会議議長、医師)

(自治体労働安全衛生研究会副会長、元労働基準監督官)

(社団法人北海道労働災害・職業研究対策センター理事長)

(財団法人高知県労働安全衛生センター専務理事)

(社団法人大分県勤労者安全衛生センター事務局長)

(三多摩労災職業病センター事務局長、弁護土)

(社団法人神奈川労災職業病センター専務理事)

(愛媛県労働災害職業病対策会議事務局長)

(自治体労働安全衛生研究会事務局次長)

(尼崎労働者安全衛生センター事務局長)

(関西労働者安全センター事務局長)

(東京東部労災職業病センター事務局長)

(東京東部労災職業病センター代表、医師)

(三多摩労災職業病センター事務局)

(衆議院議員)

(元国立公衆衛生院院長)
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議長
副議長

運営委員

事務局次長

会計監査

特別顧問

顧問

すーー-
t

普及等に協力しています。

7 組織・財政の整備・確立

事務局会議をほぼ2週間に1回のベースで開催

して事務局長1人専従体制を補いながら、全国安

全センターの日常活動を行ってきています(事務

局会議は、事務局長及び東京東部・神奈川労災

職業病センター、関西労働者安全センター・三多

摩労災職業病センターのスタッフモ随時参加)。

昨年秋に予定した拡大運営委員会ないし交流

集会は開催できませんでしたが、 10月に大阪で開

催した振動病プロジェクト作業部会に、通常のメ

ンパー以外の参加を求め、労災補償制度見直し

についてのはじめてのまとまった議論を行いまし

た。

今年度の新規入会者は2 6入団体2 5 口で、年

度末の会員の状況は、地域センター会員22団体

134 口、賛助会員 278人・団体529 口、購読会員 41

人・団体6 6 口となっています。今年度収支決算は

2 0 0万円を超える大幅赤字となり、未収会費の増

額を効いているとはいえ、財政基盤が確立できて

いないことに根本的な弱点があります。

あらためて賛助会員・購読会員の拡大に御協

力を訴える次第です。

1 9 9岳年震役員体制葉

至面1語砂タタ前鴎総会議童三三三三己己ι ι ι ι ι ι ι ι J
タイ・中国の玩具工場等で相次いだ火災事故

に関連して、香港の労働者・市民団体や国際自由

労連 (ICFTU) 等が玩具の安全生産に関する国際

的なキャンペーンを呼びかけてきました。日本でも

市民団体とともに「玩具の安全生産に関する市民

連絡会Jとして、今年1月に香港で開催された国際

会議への代表派遣や日本の代表的企業や業界

団体への働きかけを行っています。

1984年 1 2月の猛毒ガス漏洩事故1 0周年で現

地の被災者らが来日したことを契機にはじまった

「ボパール事件を考える会」では、昨年8月にインド

現地調査、 12 月には報告集会を開催しました。今

年 8 - 9月には、名古屋で開催される国際疫学会に

参加される現地の医師を囲んで各地で交流する

機会を企画しています。

また、今年計画されているアジア枇素汚染ネッ

トワーク等によるインド・パングラテぞイシュの枇素汚

染調査やタンザニアでの水銀中毒調査などに、原

田正純議長はじめ関係者が参加しています。

様々なかたちで各国との情報交換や交流・連携

が進んできており、日本からは昨年、英文ニュース命

レターWorking Environment and Polution

Pr ob l em sのN.o 8(Spring,1 9 9 5一日本の労災職業 

病統計と労災保険給付システムを紹介)、 No.9

( A u t u m n ,1 9 95ー振動病問題、 VDT障害、日韓共

同セミナー)を発行しました。

5 安全センター情報の充実

「安全センター情報jは、他では得がたい情報の

提供、職場での取り組みと法制度のあり方等に対

する問題提起、各地・各国での様々な取り組みの

紹介、等に努めてきました。

とくに、労働基準行政にかかわる行政手続法の

具体的な取り扱い (10、11月号)や銭灸治療制限

の撤廃をめくる情報 (5月号、 1 9 96年4月号)などは

「安全センター情報」だけでしか入手できなかった

情報として、また、改正された脳・心臓疾患の認定

基準(4月号、 3月号)やエイズ問題ガイドライン (5

月号)、頚肩腕症候群予防対策 (12月号)なども、

労働組合や社会保険労務士などから研修のテキ

スト等としてのヲ|き合いがありました。韓国の過労

死 (8月増刊号)、日韓共同セミナー (8・9月号) 、ア

ジアの産業災害(1・2月号)などは、これまで日本

でほとんど紹介されていなかった問題として、研

究者やマスコミからも注目を集めました。

また、労働安全衛生法改正、労災保険法改正、

健康管理手帳の交付対象業務拡大等々に対し

て、いち早く関係資料も含めた情報を提供し、一

定の問題提起も行ってきています。

1994年に「職場が変わるか」と題して、製造物責

任 (PL)法、品質管理 (IS09 000) 、環境管理・監査

システム (IS014000) の問題を取り上げましたが、

今後の動向が注目される労働安全衛生管理の国

際規格化 (IS016000) や環境汚染物質排出・移

動登録(PRTR) システム等も含めて、引き続きタイ

ムリーに取り上げ、今後の労働安全衛生のあり方

についてより広い視点から考えていく糧にしてい

きたいと考えています。

さらに、前述のトレーニング用教材・職場改善事

例集や後述の労災相談マニュアルも含めて、各

地域センターや労働組合などの実務家向けの各

種パンフレット等の発行についても積極的に企画

していきたいと考えています。

6 労災職業病相談への対応と協力

各地域センターや労働組合、医療機関、外国人

労働者サポート団体等労災相談を受けた団体・

個人から日常的に労災職業病問題に関する相談

が寄せられています。全国安全センターのネット

ワークを使った全国一斉相談はここ数年実施して

いませんが、当面、各地域センターが実施するア

スベスト、被爆労働、 VDT労働ホットライン等に協

力しながら、全国一斉相談についても検討してい

きます。今年7月には、鹿児島の姶良ユニオン診療

所(仮称)設立準備会と姶良伊佐地区平和運動

センターが初めて実施じた労災職業病健康相談

にも揚力しました。

これらの相談スタッフのための労災相談マニュ

アルの作成を方針化しながらいまだ実現できてい

ません。井上浩副議長の関係法制度の解説書の
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1995年農収支決算案
(1 9 9 5年4月1自から1 9 9岳年3月3 1 自まで｝

1) 収入の部

勘定科目 決算額 担J'年度
決算額

増減 予算額 増減

地銀センタ会費 960,000 し565 ,000 且605 ,000 1,50 0,00 0 6540,000

賛助金員会費 2,64 6,00 0 5,75 3,50 0 ム3,107 ,500 6,50 0,00 0 ム3,854,000

購読会員会費 603,000 698,000 ム95 ,000 1,00 0,00 0 ム397 ,000

寄付金収入 2,433,000。 1,427,60 0 1,005,400 1,50 0,00 0 933 ,000

安主学校害加費等 3,60 1,32 4 6 3,601 ,324 1,0 0ι000 61,00 0,00 0

資料等頒布収入 109 ,10 0 520,090 ム410,990 500,00 0 ム390,900

雑収入 894,679 1,024,871 ム130 ,192 1,00 0,00 0 ム105 ,321

前期繰越金 ム558,650 ム539,049 619,601 6558,65 0

合計 7,08 7,12 9 14 ,051 ,336 Aι964,201 12 ,441 ,350 ム5,354,22 1

2) 支出の部

勘定科目 決算額 別年度
決算額

増減 予算額 摺減

人件費 3,46 1十 681 5,358 ,619 6 1 ,896 ,992 ~ 500,00 0 ム38 ,313

活動費 1,380,661 1,142 ,246 238,415 1,50 0,00 0 ム119 ,339

日韓セミナ 1 813,60 2)

その他活動費 1 501,05 9。)
3,433,060安主宇校運営費 63,43 3,06 0 ,1 000,00 0 ム1,000,00

機関紙等印蹴費 2,555,400 2,6 0 ,1 539 ム46 ,139 3,00 仏 000 ム444,600

機関紙印刷費 (1 ,44乱 800) 12,09 1,55 J ) 16648,75 1)

その他印刷費 11,1 0ι600) 1 503 ,982) 1 602,618)

通信運搬費 800,81 1 1,12 2,14 9 ム321 ,m 1,30 0,00 0 ム499 ,129

電話.FAX代 1 245,266) 1 334 ,125) (ム89,459)

郵送料等 1 555,60 5) 1 181,42 4) (ム 231 ,819)

什器備品費 447,339 42,31 1 405,02 8 500,000 ム52 ,651

図書資料費 300,199 239,12 5 61,61 4 300,00 0 199

消耗品費 19ι105 113 ,681。 22,41 8

136 ,463

20仏 000 ム3,895

会議費 136 ,463 200,00 0 ム63 ,531

頒布用賀料費 23 ,120 216,155 ム193 ,035 200,000 6116,280

雑費 126 ,08 2 280 ,435。ム154 ,353

D

200,00 0 613,918

予備費 D 541 ,350 ム541 ,350

計 9,429,12 1 14 ,609 ,986 ム5,180 ,85 9 12 ,441 ,350 63,012,223

繰越金 ム2,341 ,998 ム558 ,650 ム1,783,348

合計 7,08 1,12 9 14 ,051 ,336 ム6,964,207

貸借対照表 11996年3月 31日現在)

1) 資産白部

勘定科目 主 額 目J'年産末現在金額

現金 10,92 6 69十日 06

預金

晋通預金f東京労働金庫田町支后) 43,00 0 i42 ,25 2

音通預金(車京労働金庫田町主居) 30,18 0 30,14 5

郵恒振替(東京貯金事務セン$>-) 73 .896 99,14 6

資産合計 158 ,002 3 4,1 350

2)負置Eび正昧財産の部

勘定科目 金額 副年度末現在金額

借入金

未払金

1,500,000

1,00 0,00 0

900,000。

負債古計 2,500,000 900,00 0

次期繰越金 62,34 i,99 8 ム558,650

正暗財産合計 ム2,341 ,998 6558,65 0

負債及び正昧財産古計 j58 ,00 2 341 ,350

6安全センター情報 1996年9月号 安全センタ情報1 9 9 6年9月号ア
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労働災害の発生状況

1 9 9 5年は、死亡災害が2年連続、一時に3人以

上の死傷者を伴う重大災害が3年連続、増加する

という事態になったロ休業4日以上の死傷災害、労

災保険の新規受給者数は統計上漸次減少してき

ているとはいうものの、「隠しようのない」死亡災害

等の増加は事態の深刻さを示している。

死亡災害の推移は、 1993年2,245人(過去最

少)、 1994年2,301入、 1 9 9 5年が2,3 4 8人(表1) 。産

業別では、建設業1,。 2 0人(前年比7 8人増)、製造

業400人 (9人減)、陸上貨物運送事業2 9 8人 (6人 

増) 、林業7 4人(9人減)、鉱業4 5人( 1 8人増) 、交通

運輸事業4 1人 (6人減)、港湾荷役業2 0人(5人

増)、その他の事業4 5 0人( 3 6人減) 、となっている。

ただし、この 1 9 9 5年の死亡災害2,3 4 8人につい

ては、「阪神・淡路大震災を直接の原因とする死

亡災害 ( 6 4人)及び地下鉄サリン事件による死亡

災害(2人)は含まれていなしり。これを含めると

2,4 1 4人ということになる。新聞報道によると、労働

省では除外した理由について「突発的な意味合

いが強く、防止対策を立てて死亡労災が妨げる

ケースではない」からとしているが、過去地震や飛

行機事故など特異なケースもカウントしており、「省

内からも異論が出ている」という。

重大災害の推移は、 1992年 166件、 1993年 183

件、 1994年 195件、 1 9 9 5年が2 2 8件。記憶に新しい

ものとしては次のようなものがある。

• 1 9 9 5年5月3 0日、神奈川・川崎市の石油精製

工場(東燃川崎工場)で、脱硫装置の定期改修

工事の際に圧力調整弁が聞いて配管から硫化

水素が漏えいし、作業員や消防職員ら4 7入が

被災し、 2人が死亡。

• 1995年 1 2月7日、栃木・石橋市の多目的ホー

ル建設現場で、溶接機から出た火花が天井裏

の断熱材に引火し火災が発生し、作業員が4人

が死亡。

• 1 9 9 6年2月1 0日、北海道余市町と古平町の境

にある国道2 2 9号線豊浜トンネルで、坑口付近

に約5万トンと推定される岩盤がずれ落ち、トン

ネル内を走行中の路線パスと乗用車が押し潰

されて、運転手・乗客ら2 0人が死亡。

@阪神・淡路大震災(19 9 5年1月1 7日)関係で

は、労働省の 1996年3月31 日現在のまとめによ

ると、地震に直接伴う労働災害として、 474件(業

務災害3 8 8件・通勤災害8 6件) そのうち6 9件 

が死亡災害(業務災害6 1件・通勤災害8件)ー

の労災保険請求があり、兵庫労働基準局の遺

族補償給付(業務災害)1件及び遺族給付(通

勤災害)の1件を除く472件が支給された(死亡

災害は6 7件になるが、前述のとおり死亡災害統

計から除外されたのは6 4件とされている)。なお

新聞報道によると、復旧・復興工事関係の労働

災害として、大阪・兵庫の両労働基準局の 1996

年1月10日現在のまとめによると、死亡40人、負

｛事は 8 5 2人にのぼっているという。

@地下鉄サリン事件( 1 9 9 5年3月2 0日)関係で、

労働省の1 9 9 6年2月2 9日現在のまとめによると、

死亡9人、負傷等3,6 5 5人で、通勤災害の1件を

除き支給された(業務災害3 4 1人、通勤災害

3,3 2 3人。死亡災害は9件ですべて支給されて

安全センター情報 1996年9月号 9

1) 収入の部

勘定科目 予算額 自J'年度
決算額

増減 目J'年度
予算額

増減

地蛾センター会費 1,500,000 960 ,000 540 ,00 0 1,50 0,00 0
。

賛助金員会費 5日, 00,000 2,64 6,00 0 2,354 ,000 6,50 0,00 0 ム1,500 ,000

購読会員会費 1,000 ,000 603 ,000 387 ,000 し000 ,000

寄付金服入 2,50 0,00 0 2,43 3,00 0。 57 ,000

1,0 0ι000

1,50 0,00 0 1,000 ,000

安主学校事加費等 1,000 ,000 1,00 0,00 0 。

資料等頒布収入 500,000 i09 ,10 0 390 ,900 500,00 0 。

雑収入 1,00 0,00 0 894 ,679 i05 ,32 1 1,000 ,000

前期繰越金 6 2,341 ,998 ム558 ,650 ム1,783 ,348 6558,650 ム1,783 ,348

合 自十 10 ,158 ,002 7,087 ,129 3,070 ,87 3 12 ,441 ,350 ム2,283 ,348

勘定科目 予聾額 別年度
決算額

増減
前年度
予算額

t冒 減

人件費 3,80 0,00 0 3,116,1 687 338 ,313 3,50 0,00 0 300 ,00 0

活動費 800 ,00 0 1,380 ,661 。ム58ι661 1,50 0,00 0 ム700 ,000。

安主学校運宮費 1,000 ,000 1,00 0,00 0 1,00 0,00 0

機関紙等印刷費 2,50 0,00 0 2,555 ,400 ム55 ,400 3,00 0,00 0 ム500 ,000

通信運徹費 900,000 800 ,871 98,12 9 1,30 0,00 0 ム400 ,000

什器備晶費 200 ,00 0 447 ,339 6247,33 9 500 ,000 ム300 ,000。

図書資料費 300 ,00 0 300 ,799 ム799 300 ,00 0

消耗品費 200 ,00 0 196 ,10 5 3,88 5 200 ,00 0

会議費 200,000 136 ,463 63 ,537 200 ,00 0

頒布用資料費 100 ,00 0 23,72 0 76 ,280 200 ,00 0 ム叩0,000

雑貨 150 ,00 0 i26 ,082。 23,91 8 200 ,000 650,000

予晴費 8,00 2 S,00 2 541 ,35 0 ム533 ,348

合計 10 ,158 ,002 9,429 ,12 7 728 ,875 12 ,44,1 350 ム2,283 ,34 8

2)支出の部

8安全センター情報 19961 :悶月号
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語融鋪盈をめぐる総淀 川町川川奈川山川山民主|

いるが、前述のとおり死亡災害統計から除外さ

れたのは2件とされている)。労災保険給付額

は、まとめの時点で確認されている額が

2 8 5 ,6 0 1 ,2 3 8円で、給付が継続している事案も

あり、順次増加しているというロ

労働省では、 1995年12月と1996年1月の2か月

間を「年末年始安全月間Jとして、死亡災害の増

加率が大きい建設業と陸上貨物運送事業を中心

に、関係業界に「緊急労働災害防止対策」を呼び

かけた。
1 9 9 4年の休業4日以上の死傷災害は1 7 6 ,0 4 7

人、労災保険の新規受給者は約 6 2万人で(表1) 、

経年的な減少傾向を示しているとはいえ、一方で

「労災隠し jの増加を懸念する声も高まっている。

例えば、日本医師会の労災・自賠責委員会が

1995年 12月 21日にまとめた答申「労災医療の現

状と問題点」では、次のように指摘している。

「労災事攻であることを隠し、その診療を健康保

険等によって行ういわゆる労災隠しへの対応を求

める医療現場からの声が、ここ数年徐々に強くなっ

てきている。そこには、労災隠し事案が増加傾向

にあるということばかりではなく、その内容が企業

ぐるみで行われている疑いのある事例が増加し

ているという背景があるん実際、都道府県医師会

の行った調査によっても、最近 1年間で「明らかに

業務上の負傷であるにもかかわらず、事業主や患

者が労災診療を拒んでトラブルが起きた」というの

は、大阪府で 38.1% 、広島県で 30.2%。このとき、労

働基準監督署に通報した医療機関は各3 . 9 % 、1.5
%にすぎない。

労働省は、平成3年12月15日付け基発第6 8 7号

労働基準局長通達「いわゆる労災隠しの排除に

ついて」で、「労災隠し」を「労働災害の発生に関

し、その発生事実を隠蔽するために故意に労働者

死傷病報告書を提出しないもの及び虚偽の内容

を記載して提出するもの」として、「労働者死傷病

報告書の提出を適正に行うよう指導の徹底、労災

隠しの把握、再発防止徹底のための厳正な指導」

を指示している。しかし、「労災隠し」の実態の一

端を示す労働安全衛生法第 100条(報告等)違反

で書類送検された数は、通達の出された 1991 年

が29件、 1992年 66 件、 1993 年 85件となっている

(1 99 4年は5 8件に減少)。

2 職業病の発生状況

職業病(業務上疾病)は、労働省統計によると、

おおむね減少傾向を続け、 1993年に 1万人を害lっ
たが、 1 9 9 4年は、事業主が届け出た労働者死傷

病報告書に基づく統計(休業4日以上)で、 9,915

件と増加している(表2上段) 。

この内訳でみると、全体の 72 .4%を占める「負傷

に起因する疾病J(いわゆる「災害性疾病 J)は

7,1 8 3人(そのうち5,5 5 6人がギックリ腰などの「業

務上の負傷に起因する腰痛J)と前年比で1 2 3人

(1 8 7人)減少したものの、 1,2 5 9人の「じん肺及び

じん姉合併症」、 7 3 3人の「物理的因子による疾

病 J(とくに、そのうち7 0 9 人の「異常気圧下におけ

る疾病J)が前年に比べ各42 1人、 209人 (213人)と

大きく増加している。

職業病(業務上疾病)の統計には、事業主によ

る労働者死傷病報告書の届出件数(表2上段の

数字)と労災保険の新規支給決定件数(表2中段

の数字)という2つの数字があるが、「職業がんjや

過労死などの「その他業務に起因することの明ら

かな疾病」では後者が前者の 10倍以上、(非災害

性の)腰痛、振動障害、頚肩腕障害害等の「身体に

過度の負担のかかる作業態様に起因する疾病j

や「細菌、ウイルス等の病原体による疾病」でも後

者の方が数倍も多くなっている。

前者は、休業4日以上のもので、その年(暦年)

中に発生した(初めて診断がなされた)疾病で翌

年3月末日までに把握したものであり、後者は、そ

の年度中に支給決定がなされたもの(休業の有無

は問わず、発症・請求はそれ以前の年度という場

合もある)であるが、このような違いだけで、両者の

数字の大きな隔たりを説明するととはできない。事

業主の理解・協力が得られないまま、あるいは、退

職後に発病して(したがって死傷病報告書は届け

出られない)、被災労働者あるいはその遺族から

請求がなされる場合があることなどによるものと考

えられる。

10 安全センター情報 1996年9月号

請求件数と認定(支給決定)件数の双方が明ら

かになっている「脳・心臓疾患 J(表3-1)でみると、

1 9 9 4年度で、請求件数4 0 5件に対して認定件数

9 2件と、認定されているのは4分の 1に満たない

(注意ー請求年度と認定年度がずれるので「認定

率jではない)。そのうちいわゆる「過労死」と呼ば

れる9号事案でみると、請求件数335件に対して認

定件数は3 2件で、 10分の 1未満である。

疾病の原因が業務であること、あるいは労災請

求の方法等を知ら(され)ず、また、知っていても事

業主等の妨害等により請求にいたらないものがか

なりの数にのぼるであろうことも容易に想像でき

る。したがって、事業主による届出件数く認定件

数<請求件数く実際の発生件数、という図式を描

くことができるロ

方、健康診断の実施状況をみると、 1994年度

の、定期健康診断の疾病発見率3 4 . 6 % 、特殊健康

診断の有所見率3.6% で、いずれも経年的な増加

傾向を示している。前者でいえば、労働者の3分の

1以上が何らかの所見を有するに至っているとい

うことである。疲労やストレスを感じる労働者も増

加する傾向にあることも、多くの調査が明らかにし

ている。

問題は、特殊健康診断やじん肺健康診断はさ

ておいても、定期健康診断が職場での対策にな

かなかつながらないことである。専門家や労働組

合(連合「過労問題プロジェクト報告j等)などから

「労働(作業)関連疾患 Jという概念がとりあげられ

るようになり、労働省も用語としては使い始めてい

るが、その内容は正しく理解されているとは言えな

い。「労働(イ乍業)関連疾患」の意義は、どの病気が

該当するか該当しないか線引きするようなことで

はなく、むしろ、今日の労働者の疾病や疲労・スト

レスの要因を複合的なものととらえ、それを発症さ

せあるいは増悪させる「労働(作業)関連要因」を

分析し、取り除き、より快適な職場にしていくところ

にある。健康診断というと早期発見や事後措置も

重要ではあるが、そうした「伺人対策」だけでなく

(よりも)r職場対策」につなげていくことが求められ

ている。

3 労働災害防止対策

1993～1997年度の5年間に、死亡災害、重大災

害及び重篤な職業性疾病の大幅減少と労働災害

総発生件数のおおむね2 5 %減少を目標とした「第

8次労働災害防止計画」の目標達成は厳しい状

況となっている。しかし、この問、労働省は種々の

施策を次々と打ち出してきでいる。

「プレス災害防止総合対策J(平成5年6月11日

付け基発第3 6 3号)のもとで、 「プロレス機械の安全

装置管理指針J(平成5年7月9日付け基発第4 4 6

号)及び「足踏み操作式ポジティブクラッチプpレス

を両手押しボタン操作式のものに切り換えるため

のカ、イドラインJ(平成6年7月15日付け基発第45 9

号)が、また、「木材加工用機械災害防止総合対

策J(平成5年8月2日付け基発第18 0号)のもとで、
「手押しかんな盤、同取り盤及びJv-ターの構造、

使用等に関する安全上のガイドラインJ(平成6年

10月2 4日付け基発第6 5 6号)が策定されたのに続

き、 1 9 9 5年度には、「食品加工用機械の労働災害

防止対策ガイドライン」及び「食品包装用機械の

労働災害防止対策ガイドラインJ(平成7年4月7日

付け基発第2 2 0号の2)が策定された。

また、「エレベーター構造規格 J(平成5年8月2日

付け労働省告示第91号、平成5年 11月4日付け基

発第6 2 6号) 、 「ゴンドラ構造規格J(平成6年3月28

日付け労働省告示第26号、平成6年7月 12日付け

基発第4 5 2号等)の改正に続き、 1995年度には、

「クレーン構造規格J(平成7年12月26日付け労働

省告示第13 4号)及び「移動式クレーン構造規格」

(同前日付け労働省告示第1 3 6号)が改正され、

19 9 6年2月1日から施行された(平成8年2月1日付

け基発第4 7号) 。これは、 1 9 7 6年に告示されて以

来の全面的な改正で、 ISQ(国際標準化機構)な

どの国際規格との整合性を図ったモのとされる(ワ

イヤロープの安全率緩和等)。同様に、 EU(欧州連

合)規格などとの整合も図るため、 1997年度をめど

に、「動力プレス機械構造規格」及び「プレス機械

又はシャーの安全装置構造規格」についても見直

し作業が進められている ( E Uでは19 95年から、工
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た(平成7年2月2 0日付け基発第7 6号)。

「石綿対策」関係では、 1995年4月1日から、 a : :の 

製造等禁止物質に「石綿のうちのアモサイト(茶石

綿)及びクロシドライト(青石綿)Jが追加され(令

第16条、 1995年4月1日前に製造・輸入されたアモ

サイト・クロシドライトには適用されない)、また、暴

露防止対策、作業主任者の選任、表示、労働衛生

教育、作業環境測定、特殊健康診断等が義務づ

けられる石綿の含有物の範囲が、合有量5%超の

をのから1%超のをのに拡大された(安衛郎別表第

2、特化則別表第1及び別表第5) 。さらに、 ①石綿

等の切断、穿孔、研磨等の作業における呼吸用保

護具、作業衣等の使用(特化則第38条の9) 、～建

築物¢解体等の作業における石綿等の使用状況

の調査・記録(特化則第3 8条の10)、③耐火建築

物等における吹付け石綿等の除去作業に関する

計闘の届出(安衛則第9 0条)、④吹付け石綿除去

作業場の隔離(特化刻第3 8条の11)、が義務つけ

られた(③のみ1995年6月1日以降開始されるもの

から適用) 。

吹付け石綿等の除去作業を伴う建築物の解体

作業等に関しては、石綿の有無・合有率が設計図

書などで判別できない場合には、校相差顕微鏡を

使用した分散染色法で石綿の有無を確認し、さら

にX線回折分析法で石綿の含有率を判定するこ

とが指示された(平成8年3月2 9日付け基発第188

号)。また、 1 9 9 7年度から、工事の届出、作業基準

の遵守等を義務づける大気汚染防止法の改正が

予定されている。解体・除去作業に従事する労働

者の健康の確保の観点に、地域住民の健康確保

の観点からの規制が加わることによって、作業開

始前の吹付け石綿等の使用状況の調査・記録・

届出及び作業場の隔離等の労働者・住民の暴露

防止対策の実効性が高められることが期待され

る。

「爆発・火災対策」としては、(工作業主任者の選

任、機械等の定期自主検査等が義務づけられる

爆発性の危険物(令別表第1)にアジ化ナトリウム

その他の金属のアジ化物を追加(金属のアジ化

物に係る作業主任者の選任は1 9 9 7年4月1日以

降)、②爆発の危険性のある作業場所での帯電防

lt仕様の作業服や靴の使用義務化(安衛則第

2 8 6条の2) 、③船舶の修繕工事等での可燃性ガ

ス濃度測定の義務化(安衛則第3 2 8条の3) 、 @液

化酸素製造設備内での改造等における労働者へ

の作業方法・手順の周知の義務化(安衛則第3 2 8

条の4) 、が 1 9 9 5年4月1日から施行された。

特化則関係では、塩素化ビフェニル (PCB) 、ヱ

チレンイミン、塩化ピニル、コールタール、 3・3'ジク

ロロー4・4'ジアミノジフェニルメタン、トリレンジイソ

シアネート、ニッケルカルボニル、ベータープロビオ

ラクトン、硫酸ジメチルの9物質が、新たに作業環

境測定を行わなければならない特化物に追加さ

れ(特化則第3 6条の2、そのうちエチレンイミン等

特別管理物質である6物質については、作業環境

測定の結果の評価の記録を30年間保存するもの

に追加)、その管理濃度と測定方法も定められた

(平成7年3月2 7日付け労働省告示第2 6号、同日

付け基発第1 4 5号)。これらの施行は1 9 9 5年4月1

日であるが、経過措置として、塩化ビニルとコール

タールの作業環境測定結果の評価は1 9 9 5年4月

1日から、その他の7物質については199 6年10月1

日から義務化とされている。また、設備の分解また

は設備内部に立ち入る作業で溶断、研磨等により

特化物を発生させるおそれがある場合における

労働者への作業方法・手順の周知の義務化(特

化則第2 2条の2)も行われている。

また、 1 9 9 6年3月2 7日には、有害業務に従事し

ていた労働者に離職後交付している「健康管理

手帳」の交付対象業務について、新たに3業務が

追加されている(同日付け労働省令第11号、即日

施行、平成8年3月2 7日付け基発第15 6号) 。追加

された業務と各々の交付要件は次のとおり。①製

鉄用コークス炉以外のコークスを製造する業務-

5年以上従事、②石綿製造・取扱業務一両肺野に

石綿による不整形陰影または胸膜肥厚が認めら

れること、③ジアニシジン及びその塩の製造・取扱

業務 3か月以上従事。

さらに、 19 9 6年4月1日からは「作業環境測定の

モデル様式」が改正される(平成8年2月2 0日付け

基発第7 2号)。新モデル様式では、事業場と担JI定

実施機関の名称、に加えて、測定結果や評価、過

安全センター情報1996年9月号 13

市膏露軍属面福瞳~主主i己己己ιιιιιι』

作機械の安全規格の承認制度がスタートし、「未

熟練労働者が使用しでも安全」というフェール

セーフの原則に立った安全対策の充実が図られ

ているという) 。

なお、これまでに、 r1青掃事業における労働災害

の防止についてJ(平成5年3月2日付け基発第

4 3 9号)、「学校給食事業における労働災害の防止

についてJ(平成6年4月21日付け基発第2 5 7号)、

「林業の作業現場における緊急連絡体制の整備

等のためのガイドラインJ(平成6年7月1 6日付け

基発第4 6 1号)が策定され、また、「パートタイム労

働者の労働災害防止事業J(1 99 6年度で3年目)

として、「食料品製造業」、「商品小売業ム「一般飲

食業」についてのガイドラインやチェックリストの

作成、各都道府県ごとにパートタイム労働者安全

衛生改善推進員の配置などが実施されている。

労働省では、①死亡災害の増加の著しい建設
業における労働災害、及び、～死亡災害・重大災

害の事故の型別で最大の割合を占める交通労働

災害、を防止することが重要な課題であるとして

いる。後者については、「交通労働災害防止のた

めのガイドラインJ(平成6年2月18日付け基発第

83号)が策定され、 1995年度から各都道府県ごと

に警察、陸運局や関係事業者団体と連絡協議会

を設置するなどの交通労働災害防止事業をス

タートさせた。

建設業の労働災害防止対策については、 19 95

年度は、①新たに作成した「元方事業者による建

設現場安全管理指針J(平成7年4月2 1日付基発

第2 6 7号)と、②前年度からスタートした「専門工事

業者安全管理活動等促進事業J(平成6年6月2 3

日付け基発第38 3号)カ'¥2本柱とされた。 1996年度

には、新たに「木造家屋等低層住宅建築工事安

全対策推進モデル事業(仮称)Jを実施すること

としており、また、建設省が19 95年に「建設機械施

工安全技術指針」を策定している。

労働省では、 19 9 5年9月に、前年11月に実施し

た「建設業労働災害防止対策等総合実態調査」

の結果をまとめているが、①下請の安全衛生管理

状況について把握しているとした元誇事業者で

も、その31. 9%は、把握の対象は「下請事業者のー

部」としている、②共同企業体工事現場では、代

表企業に依存、構成事業者間での管理手法や能

力の差などで安全衛生管理面での何らかの問題

を感じている元請が6 2 . 0 % 、③下請では、関係経

費が計上されていない、十分に工期を与えら才1な

い等で、工事受注の際に安全衛生面で問題を感

じているものが3 8 . 1 % 、などとなっている。

また、労働災害の発生原因をみると、無資格者

が就業制限業務を行っていたケースや有資格者

がいないため作業主任者が選任されていなかっ

たケースが依然として多く、一方で、地域によって

は講習回数が少なかったり、遠方の指定教習機

関を利用せざるを得ないなどの問題も指摘されて

いることから、労働省は、技能講習の受講機会の

拡大や指定教習機関の拡充など、受講希望者が

技能講習を受講しやすい環境整備を図ることを

都道府県労働基準局に通達した(平成8年3月2 2

日付け基発第1 4 0号)。

4 化学物質対策

現在、わが国の労働現場で使用されている化

学物質は主な毛のだけで約5万種類を数えるとい

われ、毎年、新たに数千種類の化学物質が生み

出されている。とくに最近は、使用量の少ない新規

化学物質の種類が増加しているが、労働安全衛

生規則第3 4条の17の規定に基づき事業主が届け

出た試験結果によっても、新規化学物質の1 2 . 7 %

が変異原性ありと判定されている(総数6,6 7 1件の

内)。

労働安全衛生法では、①製造、輸入、譲渡、提

供、使用を禁止するもの(第5 5条)、②製造に際し

労働大臣の許可が必要なもの(第5 6条)、 Gその

他製造・取扱上の管理が必要なモの(同法及び関

係政省令等による)の3つに分けて規制されてい

る。

1 9 9 5年1月の労働安全衛生法施行令(平成7年

1月2 6日付け政令第9号)、労働安全衛生規則及

び特定化学物質等障害予防規則(同日付け労働

省令第3号)の改正によって、石綿対策と爆発・火

災対策に関して、次のような規制の強化が行われ
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であるとしていること、人間に仕事を合わせること、

「個人差」等への配慮、小休止や組み作業・職場

体操の効用をあげていること、個人対策より毛仕事

の改善という視点、などが共通している。また、前

者では、「現場の労働者の意見を参考に適切な補

助機器等を導入j、「視聴覚教材の使用や小グ

ループ指導、討議等の方法を取り入れて(すなわ

ち、労働者の参加によって)教育効果をあげる」な

ど、後者では、作業標準をただ策定するだけでな

く「あらかじめ見直しを行う時期を定めて」継続的

な改善の取り組みを促していること、個別疾病対

策、個別要因対策でなく総合的な仕事の改善を

考えていく視点などが特徴と考えられる。これらの

長所を活かした活用が望まれる。

この腰痛と頚肩脱症候群の予防対策は、また、

「快適職場指針 J(事業主が講ずべき快適な職場

環境の形成のための措置に関する指針、平成4年

7月1日付け基発第3 9 2号)とも構成・内容ともによ

く似ており、同じ流れの中で位置づけられるべきも

のである。「快適職場指針」は、 1992年の労働安全

衛生法改正で、「快適な職場環境の形成」が事業

主の努力義務とされたのをうけて策定されたもの。

労働省の行っている「快適職場形成促進事業J
(平成4年7月1日付け基発第391号)は、都道府県

労働基準局長から快適職場推進計画が「快適職

場指針」に照らして適切である旨の認定を受ける

ことを条件に、低利融資・効成が受けられるという

ものである。

1 9 9 5年度から、「中小企業安全衛生活動促進

事業助成制度」もスタートしており、また、 1997年3

月31日に施行される3 0 0人以下の事業場の「労災

保険料のメリット制の特例」の適用に当たっては、

「健康保持増進事業」、「快適職場形成促進事業」

及び「中小企業安全衛生活動促進事業」に係る

安全衛生措置を講じる中小企業事業主を対象と

することが予定されている。

1995年9月26日付けで「快適職場推進計画の審

査及び認定手続の見直し J(基発第5 8 1号)が行

われ、工期が6か月以上の有期事業である建設

作業所が対象に追加され、また、認定審査基準を

公開、申請を却下する場合には理由を示すことと

された。同持 l之、「建設業における快適職場形成

の推進についてJ(基安発第 1 3号安全衛生部長
通達)において5 7の対策例も示されている。

快適職場推進計画の認定は、当初非常に低調

であったが、 1994年度15 9件、 1995年度3 7 4件(う

ち建設作業所が半年で5 8件)で、事業開始からの

累計が6 1 6件になったという。

また、「快適職場指針」の中で、空気環境を快適

な状態に維持管理するための措置として、喫煙対

策についても適切な措置を講じるよう努めることと

されているが、そのための具体的措置として、「職

場における喫煙対策のためのガイドライン J(平成

8年2月2 2 日付け基発第75号)が策定された。この

ガイドラインでは、空間分煙を基本として、喫煙室

や喫煙コーナーを設けるとともに、喫煙対策機器を

設置することを求めている。

労働組合側の動きとして、連合が、 1996年 1月に

「メンタルヘルスフ。ロジ、エクト報告jをまとめている

ことが注目される。「ポジティブメンタルヘルス

積極的な心の健康」にポイントを置き、①基本方針

と体制の確立、②労働・生活ストレスの総合的な

改善、③職場・地域のサポート本制、@啓発、教育

活動の推進、⑤人権とプライバシーの保護、をメン

タルヘルス対策の5原則としてあげている。労働

省は、後述の「地域産業保健センターjに、メンタル

ヘルスの事業場外相談機能を新たに付加すると

している。

一方、労働省は、エイズ問題に一般事業場が取

り組む際の「職場におけるエイスq問題に関するガ、

イドラインJ(平成7年2月2 0 日付け基発第75号・職

発第9 7号)を策定した。①エイズについての正し

い知識の普及、②産業医を中心にしたエイズ教

育・柁談などの実施、③労働者に対するH I V検査

は行わないこと、④採用選考の際のH I V検査は行

わないこと、⑤本人の意志で事業場の病院・診療

所でH I V検査を受ける場合は十分なカウンセリン

グを実施、⑥労働者のH I V感染の有無について

の秘密保持、⑦H I V感染者の処遇は他の労働者

と同様に扱うこと、⑧ H I V感染自体は労働安全衛

生法第68条の「病者の就業禁止Jに該当しないこ

と、⑨ H I V感染自体が解雇の理由にならないこと、
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去4回の評価の推移などを一白できるように記載

するほか、作業者の位置(移動した場合も)、単位

作業場所の範囲、気流の方向・滞留状態なども記

載することとされている。

以上のように、法令の改正も行われているが、法

令による規制のみでは化学物質対策は全く不十

分であり、労働省でも、規制対象外の物質等につ

いての行政指導も拡大してきているqまず、人体に

対する有害性が確定していなくても、がんその他

重度の健康障害を生ずるおそれのあるものにつ

いては、未然防止の観点から労働大臣が「指針

(労働省告示)Jを定めて指導する(法第 28条第3

項)。これまでに、四塩化炭素(平成3年 8月26日)、

1・4ジオキサン(平成4年 12月21 日)、 1・2ージクロ

ルエタン(平成5年6月25日)、パラニトロクロルベ

ンゼン(平成6年3月25日)が対象とされていたが、

1995年9月2 2 日付けで「クロロホルムj及び「テトラ

クロルエチレン」が追加され、「健康障害を防止す

るための指針Jが策定された(労働省告示第101

号、基発第 5 6 9号)。これらの物質を5%超含有する

場合には、すでに有期溶剤中毒予防規則や特定

化学物質等障害予防規則による規制の対象とさ

れているが、「指針」では、規制対象とならない 1%

超含有する場合も含めて、暴露防止措置、労働衛

生教育、作業環境測定結果と労働者の作業記録

の3 0年間保存等を指示している。

次に、製造・輸入事業者による新規化学物質の

有害性調査あるいは国による既存化学物質の有

害性調査の結果、強い変異原性が認められた化

学物質について、「通達」による「変異原性が認め

られた化学物質による健康嘩害を防止するため

の指針J(平成5年5月17日付け基発第3 1 2号)が

策定され、上記と同様の対策を指示している。この

対象物質は随時追加されており、 1995年度にも、 6

月1日付けの基発第3 8 4号通達により新規化学物

質2 4と既存化学物質7の31物質が追加され、合計

233物質(新規157、既存76)となっている。なお、石

綿代替物質の有害牲にも注意を促すべく「ガラス

繊点在及びロックウールの労働衛生に関する指針」

(平成5年 1月1日付け基発第1号)も策定されてお

り、また、 1996年3月29日付けで、化学物質に起因

する業務上疾病の対象に22の化学物質とその化

号物2つを追加(労働省告示第33号、平成8年3月

29日付け基発第181号)されたことを受けて、これ

ら2 4物質についての労働衛生対策も策定された

(平成8年 3月 29 日付け基発第 182号)。

さらに、全ての危険有害な化学物質等につい

て、譲渡提供者の有する危険有害性等の情報を

提供し、取り扱う事業場の労働災害防止に活用す

るシステムとして、「化学物質等の危険有害性等

の表示制度J(平成4年7月1日付け基発第3 9 4号)

が、実施されて3年目になる。化学物質等の取扱

事業者は、この制度に基づく「化学物質等安全

データシート (MSDS)Jなどを活用して、労働者に

取り扱う化学物質等の危険有害性を周知するこ

と、危険有害性に応じた適切な取り扱いを確保す

ること等が定められている。との制度の周知・徹底

状況にはかなりのばらつきが見受けられるが、職

場で取り扱う全ての化学物質等についてM S D Sを
整えさせることからはじめて (MSDSのない化学物

質等は使用しない)、その記載内容・活用方法等

についても検討していく必要があろう。

なお、 1 9 9 6年度には、「建設業における有機溶

剤j中毒防止に関するガイドライン(仮称)Jが策定

される予定である。また、「紛じん爆発対策」に関し

て、①堆積紛じんの発火防止、②紛じん雲の発生

する機械での爆発防止、③フレキシブルコンテナ

バッグからの粉体投入時の爆発防止等について

の研究が行われている。

5 健康確保対策・快適職場形成促進

1994年度の「職場における腰痛予防対策指針」

(平成6年9月6日付け基発第5 4 7号)に続き、 1995

年度には、「職場における頚肩腕症候群予防対策

に関する検討結果報告書J(平成7年8月、中央労

働災害防止協会)がまとめられた。両者とも、①作

業管理、②作業環境管理、③健康管理、④労働衛

生教育、の4項目に分けて対策を示し、健康診断

の問診表や職場体操の参考例も示している。文

章の構成だけでなく、腰痛、頚肩腕症候群とも、特

定の業種だけでなく広く職場で予防対策が必要
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医師)に依存する傾向にあると言える。労働安全

衛生の主役が労使であることの再確認←使用者

の義務の明篠化と労働者の権利の確立(知る権

利、参加する権利などに個人対策よりも仕事の改

善、その中での有効な産業保健サービスの確立

を、法体系においても、職場の実態においても確

立していくことが求められる。

7 労災補償対策

平成7年度の労働基準行政運営方針では、「労

災補償制度の運用面をみると、国民の意識との聞

に恭離が生じている毛の、社会生活環境の変化に

対応しきれていないもの等の問題もみられる一方

で、近年、ますますこれらに対する行政の対応が

社会的に大きく注目されるようになってきており、こ

のような状況を放置すれば、本制度に対する国民

の信頼を損なうことも懸念される」として、「幅広く

労災補償制度の運用等について問題点の整理、

検討を行い、必要な見直しを行う」とされていた。

もっとも注目されるのは労災認定の問題である

が、この問、運用の基準(認定基準)が明確に改正

されたのは、いわゆる過労死一「非災害性の脳・

心臓疾患」についてと「単身赴任者の土帰月来型

通勤途上災害J(平成7年2月1日付け基発第3 9

号)のふたつだけである。「非災害性の脳・心臓疾

患」については、 1 9 9 5年に r1週間より前の業務も

含めて総合的に判断すること」など(平成7年2月1

日付け基発第3 8号) 、及び、 19 9 6年に対象疾病に

「不整脈による突然死等jを加えるという2度の改

正が行われている。ほかでは、阪神・淡路大震災

に際して「地震における業務上外等の考え方」

(平成7年1月3 0日)という通達を出してはいるが、

「天災地変による災害は不可抗力」、「とくに関東大

震災のような強度・規模が特に大きい場合は、そ

の発生状況の如何にかかわらずJ業務災害・通勤

災害とは認められないとしてきたことにはあえてふ

れなかったものの、「災害を被りやすい業務に伴う

(通勤に通常伴う)危険が認められる場合に限り認

定Jという疋来の考え方を再確認する内容にとど

まったc

運用面の変化は、明確な運用の基準(認定基

準)の改正よりも、実態としての認定状況であらわ

れたと言った方がよいだろう。「非災害性の脳・心

臓疾患」では、認定基準の改正自体はごく部分的

なものにとどまったが、認定基準改正後、1995年2
月 ～12 月の聞の認定件数が63 件と、従来の2倍を

超えていることが明らかにされている。また、阪

神・淡路大震災、地下鉄サリン事件あるいは北海

道・襲平トンネルの宕盤崩港事故などでも、いち早

く救済の方針がマスコミ等を通じてアナウンスさ

れ、実際にほとんどのケースが認定されているよう

だ。マスコミも含めて批判が大きかった新幹線の

ぞみ号車内での刺殺事件も、審査請求で埼玉労

災保険審査官が不支給処分取消決定、パチンコ

景品卸業者従業員の強盗殺人事件の業務上認

定や出張先のフィリピンのホテル内での強盗殺人

事件についての労働保険審査会の不支給処分

取り消しなども注目された。

マスコミの注意を引くような事件については、結

果としての救済 認定がなされるようになった一

方で、認定の基準がわかりにくくなっているという

面を指摘できる。 1996年になって「過労死」事件に

対する最高裁の判決が相い次いで出され、労働

省の認定基準を採用せずに、「業務に内在する危

険の具体化」であるかどうかを基準にするという

考え方を打ち出していることも注目されるが、認定

基準自体を「社会通念にかなうJ毛のにしていく努

力が必要である。なお、労働省では、「過労死」等

に対する認定基準の改正をアピールするために、

各都道府県の年金相談所(室)にフリーダイヤル

を設置するととをに、毎月1回「全国‘斉相談日Jを

設けるなどとしている。

制度面では、昨年改正された労災保険法等(平

成7年法律第3 5号等、平成7年3月2 3日付け発基

第3 5号事務次官通達)の内容が、順次施行され

てきている。

19 9 5年8月1日の第1次施行分(平成7年7月3 1

日付け基発第4 9 2号)として、①遺族(補償)年

金・遺族特別年金の給付額の引き上げ(法別表1、

特支則別表第2) 、②給付基礎B額の最低保障額

の引き上げ(則第9条第1項第4号)、③長期療養
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⑩不慮、の出血事故等における感染予防措置、の

10項目を示している。

なお、 「第4次紛じん障害防止総合対策推進要

綱J(平成5年3月31日付け基発第1 9 9号) 、 「振動 

障害総合対策要綱J(平成5年3月3 1日付け基発

第2 0 3号)、「騒音障害防止ガイドラインJ(平成4年

1 0月1日付け基発第5 4 6号)が策定・実施されて

いる。

6 労働安全衛生j去の改正

1 9 96年10月1日から労働安全衛生法の改正が

施行されることとなった。その内容は、①産業医の

専門性の確保(日本医師会の認定産業医等の資

格要件が予定されているが、施行後2年間は猶予

期間とされる)、②産業医の勧告権と事業主の尊

重義務、③産業医の選任義務のない小規模事業

場の努力義務と国の援助、@健康診断結果に基

づき事業主が講ずべき措置についての医師・歯

科医師からの意見聴取義務、信健康診断実施後

の適切な事後措置の実施義務、⑥事業主が講ず

べき事後措置に関する指針の公表等、⑦労働者

への一般健康診断結果の通知義務、⑧一般健康

診断の結果とくに健康の保持に努める必要がある

労働者に対す引呆健指導実施の努力義務とそれ

に対する労働者の健康保持の努力義務、である

(このうち罰則がつくのは⑦のみ)。

改正のモととなった中央労働基準審議会の建

議(1996年1月19日)では、労働者側の意見によっ

て、「地域産業保健センターの運営について、労

災防止指導員の活用等労使の意見を的確に反

映するシステムを設ける必要があること」等が盛り

込まれたものの、焦点とされた産業医の選任・衛

生委員会の設置を義務づける事業場の範囲を現

行のr50人以上」からr30人以上Iまで拡大する問

題については、使用者側の反対で見送られた(こ

の問題は改正後も引き続き検討することとされて

いる)。

注目されるのは、小規模事業場に対する産業

保健サービス提供に当たって活用することとされ

た「地域産業保健センターjの整備に関してであ

る。 1 9 9 3年度から毎年各都道府県に1か所ずつ

(1995年度までに既設141か所)というベースで整

倍されてきたが、今後、 1 9 96・1997の2年度で全国

各労働基準監督署ごとの設置を完了させることと

なった(全部で3 4 7か所)。 r地域産業保健セン

ター」は、管轄地域の郡市区医師会(複数の場合も

ある)に委託運営され、①健康相談窓口の開設

(労使が対象)、②個別訪問による産業保健指導

の実施、③産業保健情報の提供、④産業保健に

関する広報・啓発等を行うものとされ(平成5年4月

1日付け基発第225号、労働衛生課長事務連絡)、

今後、メンタルヘルスの事業場外相談機能を新た

に付加することも予定されている。現状では、一部

を除いて「地域産業保健センター」の活動は低調

といってよいが、全国展開される「地域産業保健

センター」のあり方は、よさにつけ悪しきにつけ、今

後の労働安全衛生の取り組みに与える影響が大

きくなるものと考えられる。

その他、労働安全衛生法改正を受けて、①健康

診断事後措置の指針の作成、②小規模事業場の

産業医共同選任等に対する助成措置(19 9 7年度

予定)、③「産業医研修センター(仮称)Jの整備等

のほか、④「作業関連疾患予防のための健康管

理の手司I(仮称) J( 1995年度末に、中央労働災害

防止協会に委託していた作業関連疾患の予防対

策についての「職場におけるこれからの健康管理

一脳血管疾患、虚血性心疾患等の予防を中心と

して←jと題する検討結果がまとめられたのを受

けたもの)、⑤バーチャル・リアリティー機器を活用

した安全衛生教育等を実施する「安全衛生総合

センター(仮称)J(1 9 9 6年度から3年予定)などが

検討されている。

個々の施策を検討することも必要ではあるが、

その目的が「最低基準の確保一一労災職業病の防

止」に加えて、「健康の保持増進」や「快適職場の

形成」へ拡大される中で=の「労働安全衛生の戦

略」とでもいうべきものが問われていると考えられ

る。作業管理作業環境管理・健康管理の3管理
は一体と言われながら、現在の労働省(企業の多

くも)のアフ。ローチは、健康管理、言い換えれば個

人対策が中心で、それも、専門家(なかでもとくに
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者の休業給付基礎日額及び年金給付基礎日額

に係る年齢階層別最低・最高限度額の改善(員JI
第9条の3・4) 、@労働福祉事業として介護の支援

を実施できる旨規定(法第23条)、⑤罰金額の引き

上げ(法第5 1・5 3条)を実施。

1996年4月1日の第2次施行分(平成8年3月1日

付け基発第95号)として、@介護(補償)給付の創

設(法第12条の8、第 18条の3の2・5、第4 2条、自Ij表
第3、則第18条の3の3 . 4・5等)、⑦遺族(補償)年

金の子等の年齢要件の緩和(法別表第1) 、 ③海

外派遣者の特別加入制度の改善(法第2 7条第7

号)を実施。

上記以外にも、 1995年4月1日から、@特別加入

者の給付基礎日額の改善(貝IJ46条の20第1項、徴

収則第21・2 2条、第23条の2) 、⑮労災保険率等の

改正(徴収則第23条の3、別表第1・第2・第5)、 ⑪

労働福祉事業に要する費用の限度額の引き上げ

(則第43条、以上については平成7年2月初日付

け労徴第5号・基発第7 4号)、⑫アフターケア制度

の充実(慢性化膿性骨髄炎の追加、実施医療機

関等の制限の緩和、平成7年3月31日付け基発第

168号), 1995年4月3日から、⑬長期家族介護者

援護金の創設(平成7年4月3日付け基発第1 9 9

号)が実施されている。

さらに、重度被災労働者に対する介護施策とし

て、⑬労災ホームヘルプサービス事業、⑬労災介

護住宅資金貸付制度、⑬介護機器レンタル事業

が創設され、②労災ケアサポート事業、⑬自動車

購入資金貸付制度が拡充されている。

また、今後、 (19)1996年10月1日から年金支払

回数の改善、 (20) 1997年3月31日からメリット制の

特例の創設、 1997年4月1日から (21)メリット収支

率算定方法の改善及び(22)保険料の申告・納期

限の延長、が実施される予定である。

以上は、 1994年12月16日の労災保険審議会の

建議を受けたものである。

その他、 (23)化学物質に起因する業務上疾病

の対象に新たに2 2の化学物質とその化合物を追

加(平成8年3月2 9日付け労働省告示第3 3号)、

(24) 1996年4月1日から葬祭料・葬祭給付の定額

部分を2 9万5干円に引き上げ、 (25)はり・きゅう治療

制限の撤廃(平成8年2月23日付け基発第79号)、

(26)振動病長期療養者の適正給付管理の見直

し(平成8年1月25日付け基発第35号)なども行わ

れている。

また、 1 9 9 6年3月2 5日には、労働基準法研究

会・労働契約等法制部会労働者性検討専門部会

報告がまとめられた。ここでは、建設業手間請け従

事者と芸能関係者に関する労働基準法上の「労

働者Jに該当するかどうかの判断の考え方が示さ

れており、これらの労働者に対する労災保険法・

労働安全衛生法の適用についても影響を与える

ものであるロ

また、①審査請求から3か月を経過しても決定

がなされない場合には再審査請求をできるように

する、②審査期間を短縮するために労働保険審

査会の審査体制を拡充する、といさ内容の労災保

険法等の改正が1 9 9 6年7月1日から実施される。

労災補償制度についての広範囲な改正が行わ

れてきているので、労働協約等の見直しも必要に

なってくると思われるQ

8 その他の問題

「行政運営における公正の確保と透明性の向

上を図るJ(行政手続法第1条1項「目的 J)ことが

求められている。このことを目的に謡った「行政手

続法」が1 9 9 4年10月1日に施行されてから1年以

上が経過した。労災保険の給付請求に対する労

働基準監督署の決定などの「申請に対する処分j

については、「審査基準j及び「標準処理期間」を

定め、公表する、申請が到達したときは遅滞なく審

査を開始する、申請により求められた許認可等を

拒否する場合(労災保険給付の不支給決定もこ

れに該当する)にはその理由を提示する、ことなど

が定められている。

労働基準行政については、「認定基準J等は「審

査基準」に該当し、「標準処理期間jは、原則1か

月、プレス機械等の型式検定一5か月、じん肺管

理区分決定 2か月、疾病に係る労災保険給付

-6か月、障害補償給付・介護補償給付-3か月、

遺族補償給付・葬祭料--4か月、未払賃金の立替

払いに係る確認・認定、労働時間短縮計画(変

更)の承認及び疾病に係る労災保険給付のうち

過労死等のような「その他業務に起因することの 

明らかな疾病jについては「標準処理期間が設定 

できない」などとされている(平成6年9月2 8日付け

労働省発総第2 2号、平成6年9月30日付け基発第

612号・婦発第273号等)。

しかし、労働省が積極的にPRしていないことも

あってほとんど知られていないのが実情である。

「行政手続法Jは行政処分等の「事前手続Jを対

象にしたものとされ、「事後手続」については行政

不服審査法などが対応する。前述のとおり、労災

保険法上の事後手続ー不服審査制度が一部改

正され、また、「情報公開法」の制定に向けて、行

政改革委員会専門部会の要綱案がまとめられる

など、議論が活発になってきている。

「行政手続法Jが施行されたにもかかわらず、明

らかに「審査基準」に該当するような指示が「秘密

(部内限)通達j等として横行している実態を考え

ると、実効性のある情報公開法が切実に求められ

ている。さらに、法律に基づく政省令や通達等の

「制定手続jについて規定した法律はなく(行政手

続法上適正な処分がなされていても、処分の審査

基準自体が違法ということはあり得る)、この面で

も透明性・公開の原則の確立が求められている。

「規制緩和」が流行のようになっているが、「透明

な行政運営」という視点からの検討も必要であろ

う。規制緩和について言えば、 1995年3月31日に

閣議決定された「規制緩和推進計画」が、 1996年

3月2 9日に改定されている。改定された計画は、
1995～1997年度の3年間を計画期間とするもの

で、労働行政関係では、新規に盛り込まれたもの

3 9件、既定計画に計上されていたもの7 0件(措置

済みまたは一部措置済み件数3 7件、 1996年度以

降の措置件数33件、一部措置済みで1996年度以

降にも措置を行うもの5件は双方に計上されてい

る)、既定計画計上外で措置済みの事項3件、の

合計1 0 7件。内訳は、労働者派遣・職業紹介関係

21件(新規10件)、労働条件関係15件(新規2件)、

労働安全衛生関係60件(新規21件)、その他16件
予
約b (新規6件)。労働者派遣事業や労働時間につい

ての大幅な規制緩和がポイントとなっているが、

労働安全衛生関係では、基準・認証・輸入等関係

(ISO規格等国際規格との整合性、外国検査デー

タの受け入れなどを含む)1 2件(新規4件) 、ボイ

ラー・圧力容器関係5件、クレーン関係5件、その他

労働安全衛生法関係2 2件(新規11件)、資格関係

1 2件(新規6件)、などとなっているo

個々の規制の緩和についての検討も必要であ

るが、そのためにも、前述のように労働安全衛生の

戦略の確立が急務である。影響を及ぼすと思わ

れる国際的な動きもさまざまに出てきている。

まず、 I S O (国際標準化機構)において、 1987年

に制定された「品質管理システムと審査登録」に

関するIS09000シリーズに続いて、 1996年中にも

「環境管理システムと監査jに関するI S 0 1 4 0 0 0シ

リーズが国際規格化される予定であり、これと併

せて、通産省でも国内規格としての環境JISを制

定することとなっているU また、欧米で制度化され

ているP R T R (環境汚染物質排出・移動登録制

度)の日本での実施なども、今後、議論になってく

ると思われる。

さらに、「労働安全衛生管理システム」に関して

お。 1 6 0 0 0シリーズとして国際規格化するかどうか

の議論が短上にのぼっている。日本でも園内対策

委員会が1 9 9 6年2月に設置され、今年9月にジュ

ネーフ、で開催される国際ワークショップで 定の

方向が出される見込みである。この動きとも関連し

て、中央労働災害防止協会が「安全衛生管理活

動評価制度Jを1 9 9 6年6月から事業化する。企業

の安全衛生管理活動の仕組みの有無、有効性と

その機能状況を評価して、改善が望ましい事項の

指摘やその管理水準を提示することにより、安全

衛生管理水準の「継続的改善Jに資するものだと

いう(f結果による評価からシステムの評価へJ) 。
今後、国際的な動向も含め、労働安全衛生管理シ

ステム及ひ評価(監査)の内容が、労働者、住民、

第三者機関等のかかわりも含めて議論になってく

るものと思われる。

これらの動きは、国際的には急テンポで進めら

れる可能性もあり、日本国内での早急な対応が求

められている。
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表1死亡史書・死傷ト笠宮発生時兄貯~刻1%踊状況&t脂付種類g~桔育費削雌特

器専 砂E亡111害発出先日及ひ "'1働災奮発出先日出現描骨宣草津再開説室塑起草再白により、 1973臨脱阻況傷者割琳築4日以よ、 1972年以前岬E覇者醐ま木艶日じはのものである。 
上, 2 1 ;刷; t矧匝由労i艶基阜苛R野工鶏寝事業月割により、主匡閲動宜劃佐主セ二タ寸弱者会5動官五 *E目立匠ク

明度
間世保隈

適用事期嘉数

百担保険

適用労慣百数

死亡民害

発生状況

究1臨居住

状克(木業4

目以上)

肯 iil保険

新短苦訴お盟交

日朝(術館魁ー

開控訴語数

罰則市冊一

暗金畳結者数

罪輯ヰ・葬祭

醐者毘治者数

年金畳拍者数

Aロ 十百
園高輔骨年金

軍予選 野手重言十 じ人肺甘さ揖そ叩他

1947 1 1,5 901 85 ,759 2,275 ,¥ 245 1,24日

1950 3¥ 6.260 7,19 5,75 2 628 ,69 3 49 ,074 4,5日5 4,412 1 9

¥955 10 ,244,310 5,050 335 ,44 2 554 ,25 5 6,3 839 5,¥1 6 5,010 ω1

19印 807自, 22 16 ,186 ,¥9 0 ιω5 4 6,8 139 日目71 75 ,416 晶 161 .6039 品496 3,375 2,372 965 3 B 12 1

1961 出6,24¥ 17ト974 ,571 *6, 712 事 481 ,686 9 6,6 133 75,16 日 ヰ6,529 'ι500 4,415 4,11 9 2,89C 1,14 7 82 2"

1962 日41 ,510 18 ,558,323 ιωq 4 6,6 126 1,045 ,941 1]ヨ, 330 品528 品40B 5,286 4,755 3,261 1,358 136 53~

1965 656 ,475 20,14 1,12 1 6,046 408 ,331 1,340,702 7,3 028 6ト 548 5,B8 0 8,lB 5 6.970 4,469 2,12 8 :m 1,215

1966 1,0 7,8 919 24, 10, 0536 色088 3 B.6 443 *,¥ 716 ,577 71 ,793 1,317 5,759 34,30 9 9,12 1 5,410 2,963 148 11 ,509 1,3 679

1970 1,20 2,44 7 2.6 530,32 5 6,048 364 ,44 4 1,650 ,16 4 7,4 270 ,¥ 507 5,898 54,86 5 9.33¥ 弘275 ミ064 992 20,39 0 25,14 4

¥972 1,365 ,603 27, 85, 8 665 5,631 324 ,43 5 1,419 ,630 65,27 6 1,968 5,410 74 ,567 10 ,324 5,673 3,213 I守 438 29,36 6 34,87 7

1973 .15 32, 476 28 ,762 ,112 5,m ヰ387 ,342 1,37 0,47 0 63 ,396 1,847 5,342 B4,29 B 10 ,979 5,980 3,333 1,666 3,3 559 39,76 0

1975 ,¥ 535 ,275 29,07 5,15 4 3,725 322 ,32 2 1,099 ,056 5,3 387 1,310 4,563 102 ,451 12 ,383 6,796 3,533 2,OM 41,15 0 48,91 8

1ヨ79 1,7 6,3 532 30 ,759 ,019 ,3 077 340 ,73 1 1,13 0,62 1 5,3 643 B2力 4,371 ¥39 ,248 20,55 8 11 ,4¥3 4,641 4,504 54 ,328 64,36 2

1980 1,839 ,573 31 ,839ト 595 3,OO ~ 335 ,70 6 1,09 8,52 7 52 ,455 753 4,23B 146 ,754 21 ,607 ¥2 ,487 4,696 4,424 57,27 6 67 ,871

!日目 1 1,6日6,973 32 ,750,233 2,912 312 ,844 1,027 ,477 50 ,567 691 ,4 124 154 ,14 2 22,37 0 1,3 383 4,651 4,273 60,38 3 7¥ ,452

1982 t,94 0,37 8 33,59 3ト799 乙674 294 ,219 9 6,3 496 49ト003 146 4,14 6 160 ,910 22 ,990 14 ,317 4,59 4 4,079 63,38 C 74 ,540

1983 1,993 ,359 34 ,510,310 2,58B 27B ,62 3 929 ,84 1 47 ,405 636 ,3 893 167 ,00 9 23,58 9 15,14 7 4,510 3,932 6,5 134 n2 86

1984 2,0 3 ,5 693 35, ¥9, 5 555 2,635 271 ,884 92¥ ,400 4Bト011 691 aω9 1,72 986 23,90 9 15 ,782 4,436 3,691 58 ,981 80 ,096

19日5 2,067 ,091 36 ,215 ,432 2,572 257 ,24 0 901 ,855 46,64 8 73: 主9ゆ3 177 ,93 3 23 ,927 ,6¥ 006 4,380 3,541 71 ,609 82 ,397

¥986 2,11 0.305 36,6 9 ,6 975 2,318 146目的 1 859 ,22 0 4.6 170 699 3,609 日! 2,545 23, 494 15 ,927 4,255 3,312 74 ,344 84,70 7

¥987 2,¥76 ,827 3Bト799 ,735 2,342 23Z 953 84 E150~ 4,4 255 704 ,3 570 186 ,55 8 22 ,910 15 ,734 4,1¥ 0 3,066 7,6 785 86,86 3

1988 .2 270,48 7 39,72 4,53 7 2,549 226 ,318 832 ,33 5 43,18 1 773 3ト789 190 ,528 2乙343 15ト499 ,3 988 2,856 79,28 4 88 ,901

1989 2,34 2,02 4 41 ,249,304 2,419 217 ,964 B18 ,007 40 ,759 768 3,894 182 ,545 21 ,496 14 ,967 3,B5 4 2,675 Bl ,390 90,B4 0

1990 .2 421,31 8 43,22 2,32 4 .2550 210 ,108 7日7,980 3,8 716 819 品目46 186 ,55 8 20,65 3 14 ,355 司743 2,555 83ト 310 92, 800

1991 2,491 ,801 44,46 9,30 0 2,4B9 200 ,63 3 764 ,69 2 37,10 8 B04 4,015 199 ,504 19 ,854 13 ,769 払543 2,442 84,97 8 94 ,672

1992 2,541 ,761 45 ,831 ,524 2,354 189 ,589 725 ,63 7 35 ,215 866 ,3 753 20,2 133 19 ,021 1,3 194 3,486 2,341 8.6 513 96,59 9

1993 2,576 ,794 4,6 633 ,38 0 2,245 181 ,900 695 ,967 34,¥3 2 867 3,767 ヰ204 ,田宮 1.8 174 12 ,591 3,325 2,258 *88, 07 5 *98, 450

19ゆ4 2,301 176 ,047 的620,000

19自5 2,348 167 ,316

表2業現上関声の発百1'"司

号 分 ま責

11業担上の負醐こ超Eする開高 i-H~~'l-'i-t-~~'~+i'日~HH'出1北川;:iFi-~-~~-l"~.~-m-'I'--::出日記代詩l..-t~t;-l古川おい;剖-I:--l'~'~"l'+~'~:-':~~
9681 2,1ぬ ] 1,640] ,¥ 4 83 ], 1,777] 27 ,379

211m !盟宮司子による疾括的仇径陪く。 )0) UJ;卜i:-~-;i'l--'-;~'市|一日~._._.~::_.I-._. 860 m
有害地底電源駈矢島市l l .異常詰圧 BBB 846 M1 1,2381 1,6271 1,211 690 592 522 4B9 411 5刊 I 14 ,7↑O

異常晶度、騒音、超音官等 367 449 117 61 447 3911 J41 -11ヲ7¥ -651 3B 91 337 240 113 154 9i7

31届剥こ且直の負担のカぬ吾作業間業lこ~11,悶

する疾病

一"'
7B9 川71i1 i!ï, 4i4i7 í 363 372 413 532 73~ 前市612 l'--'ï:倒。~ii"l"-"ï;-~'i~'卜品l-"'"i;-i-ii'~"-'-I:-~~-;'~

953 I 25,84 2

間怠括郵電車頚闇路聖書等 一" 1111 -1四 51 -1,7ω1 -1,74 0 1← 1,32 01- 1,3151- 1,2041ー1,1釦1 -6相! -7631 -541 1 -4691 -問1 -891 1 -1的| -7181 ー陥聞

4 1俗間揺宰領こよる疾病的札を除く。) 713ニ 6~2~1 IJ 4日75 5L_550055 L_424266 … _608 L_…4守% L 3~8L_ 39?J_ 3664 4J 316~ J … 3JJJ1 止 3770 01 34'.L 4~OL 407 1_ 7,判
労働大臣力指定する化淳執粛軍こ 3畑 400 45B 335 413 34B 309 m 303 179 277 216 26C 195 139 5,15C

よる疾病を言語む。 315 221 1 7 170 1 3 16C 147 7 0 96 85 115 110 147 175 15; 2,29 5

51 紛じM班入による関商 Z491LZ_3551_~_1491_~_'B2 L2CI6'J!, 56IL_':_型1.1 _" 41_21_ 1,_4011 _"_',_'0り _20 'L_',_18:L_',_'03 J_ "14 01 e_025L_',2日 2;5但
じ人』靭E蓉 込1501 "1 ω1 Z0 341 2,11 41 1,B9 91 1,3391 1,3531 1,1721 1,3171 1,2541 1,23 B 1 1,14 41 1,14 01 1,0 ω 9831 1,24目1 2。3“,

3,勾, l1 …1 ,"<1 16ベB B1 164 1 2111 341 20C 01 141 541 -37 1 4 11 -37 71 BO 42 1 4 叩
61植草ウイルス等制調票出こよ吾開声 卜…ィーベ 4 1 108 40

イ156} j-"---ïI';-\106
i“162 138 113 140 128 12C 113 424 156 2,ωo

1 6 -751 -1161 -1551 -1251 -1凶 7' 5 7 1 8 f -BB 3~ 8 1I -36C -81 871 -1 ,467

ア|力仏居住4甥重苦しく国力仏原性因子又はが 6 31 61 51 4

人原性工程に却する業主自こよる開高 61 73 963

41 38 -43 -55 -6i 子 4応 67 -5B -57 -49 日 50 -75 -51 -幻 70 B94

9 1そ刷出砦苦こ証-ること目羽ら力な疾病 50 6 16 1 3 312

226 6 44凶 256 1B7 133 120 174 125 101 4,474

4,16 2

l~朝主自首位雪印59号までの」尉) tri~+刻一日11矧f-;;;竹;“許制~--~-!-H-'-~:-{:~+-1.-;-~H--t羽詰:::;日出-~-~;_.l--'--i-'~'i~-.l---"-~~:--'i~~'
-2951-2,0141-1 ,河川乙 077) -1 ,82 91 -9 “H 位ゆ|ーし0541ー1,6061-¥,581 I -7741 -5ωI -5451 -9601 -6671 -5451 -18,臼7

計 421iZ13314出口:H--;~"':::-日告|消防:~H-:î-m-日'-':~'H-:-H-~-~"H-~:--:.~~.j-,,;.~:..~恐慌l---t~計,:: 21: 
乙097) -3691 -318 I -973 91 8B11 1,16BI 1,4凶 1 -471 18 f 6白 3691 1,58' : 650 8161 1,13 ,色 942

泊上践の数字本瓶睦勢錦上聞置用(各年版隔世田し在外CJJによ司わら開閉謂を矧宝庫準湖国丑顕リE脂語!の11こ谷間引司帥笥スコ乙日J。
係業4日以上で、そ由年(居申引こ実生( i ' 1 W JてZ剖肋砲さ川正日目した1疾商で翌年年3月五, (ヨまでこ酒屋しEもの也事業主力引呈出された割醍謬日窃育報告書を分析再分淘したもの。

中昌明拝d:.. :i年喧臥業担上関商由労災同険相庄間制定判ヌJ"極1 t間E描等わら労必窮甑唱す闇求力はさ札その年直暗年でははしW刷こ玉路支荏出指さt 1 J eこも問。
下t都議惇..上曲￠粧向ら中日明貯笠差し引I"ì~モ泊四 労働省昌司より主匡聞担金俊庄センタ寸盟各会:劇作時。

問
。
時
伸
け
い
、
、 14
叫
歯4Em
輸ω
国
訓

山町伸
けY

、
l

萌
歯
石ω
命
倫
判mw

泊
訓 
M
-



表3-1 脳血官官患及百憧即位J症患寿町渇R~議開ぬE

年 置 ¥9B7 19目日

請求件数 35 1 4BC

話在E特交 42 61
脳血管疾患

1号 24 4 7

9号 1 8 1 4 

E融噛14 8 195

認"'1午数
虚副主じ慎建寄

1号

1989 19卯 ¥991 1992 1993 1994 1列唱
538 436 404 328 m 2BI

9 6 7 7 7唱 6 6 5 9 8 0

7 7 5 1 5 4 5 5 40 5 7

19 21 2 4 19 2~

239 16 1 15 1 130 10~ 116

9号

Aロ

請求特長 499 676 777 597 555 458 羽O 405

認国ヰ数 4 9 日11 110 9 2 9 3 7 4 7 2 9 2

1号 2 8 5 2 8 0 5 9 5 9 5 6 41 6 C

9号 21 2同 3 0 33 34 18 31 32 76

b1:l 11雪 とほ矧動基準一面包古田j目隠語1の2第!号のf業務上司負閣こ孟週する疾病Jで 
あり、 9号と凶司表第9号の曙珊こ註却すること明居らわな歩調Jに係剖幽E管疾
患担U直面性乙ゆ芸書である。
2未加塁捌噛師団るので、請求守数お5認定件数百減じた件蜘匂苦前副牛I J くと｛手 

1まらない匂
3労働省労働基準局間資料により全霊聞E民自盟主センター連絡会議カ旬戎

表3-2 阻III直疾患及白血mt.Ðc~曙事-野間&11再審査,Ië四四朗

審査請求 再審査融

年度開荘 決定 2副之の本年度詰夫議議 E南京
諸求 阪下

末残 臨肖棄却面下 i管!y.戚 末残件叡件獄件数
¥987 I B

198B 2 9

1989 3 8

表4 ji能業が仇ぷ前却議開拓況

疾病明監員 年度

ベンジジン'_)((<isーサコチルアミン
にさらさ1る業調こよる居郡朝冨1 ;
タ出割こさらされる業務による師 
わ札立は皮鷹カ此

蹴素径含有する伍石を原料として金
属の輯盟主しくl調書錬を行う工程宜
は細書飾品開匂封切を臨書する工由こ
日7る業括1,よ剖柏凶R l a皮膚が 
ん

クロム邸時i S回重クロム酸塩を韮瞳
するI 1 !劃こお7 @策調Eよ剖舶tん
5e1aJ:気車出ん

ピス白口口メチル)エーテルこさら
される業謂よる目耐札

極化ピコucさらされる業務こよる
肺血管咽重

ベ>ゼンにさらされる輯矧こよる白
血摘

ヘァJトリクロライドにさらされる
業期こよる肺わtん

石醐こさらされる業務による1和比
豆昨P皮腫

電2峨胡1聞こさらされる諜空割」よる
白血病豆は皮膚制ん

そ叫出加ι

総 数

77前fiBTi9T80l8l_¥限IB31841851凶18 7 8 8I8 9 9 0I 91 9 2I9 3 94 合計

(1 9四年3月31日現在の需罷l l l E古蜘 412 121 11 14I13 61 2 0 19 507

(1988年3月31日現在の開覇軍E古蹴 107 91 4 II12 41 5
。。

142

(19B~申月31日現在￠朝毘草盟四 6¥ 12 01 1 1 1 3 01 5
4

7~

(1 9四年3月31日現在の累積詔E吉剖 113 1 1 6 41 5 51 4 4
2

142

(1 98自年J月31日現在の累鹿話語翻 151 0 01 0 1 1 0。。 16

(198B年3即日現在の覇軍罰霊書割 21 0。。0 1

。。
1 4

(1 988年3月31己現在の覇車窓E盲劃 81 0。。 。。 8

(1986年3月31日現在の調車l l l E音甜 71 0。。 。。 01 1 8

17¥4¥5¥ t~ 7¥4¥7¥"¥14¥10 10 I 19 151 1 8 2 3 I 21 21
1 6

210

(1986年3目31日現在の覇軍l l l E者劃 91 0 1 11 1 11 1 1 3 1 7

(1 988甲田|目現在の覇軍罫E酷血 209 191 2 5 131 2 9 11 I2 2 2 5
19

354

(l 98B申円31日現在の軒露l l l E吉劉 1,025 5 3 ¥5 7 50 閃 5 4 I7 3 7 9
44
I,¥ 4B¥

,~労慌省矧E瞳準局の間ヰにより主直閲臨話当佐主センタ吋醐会3相官事L
間4年度の下段胡四本百制定闘において岡ζ究tしてし唱者を時交として計ム

組審笛酷魁劉既且;び再審査臨の請求'醐は拙町省副司より、再審査宣言寛現職夫
救淵牛数は主t l i . '摘瑛研努町「メヨ序盟主むにより 宝箆閲智安宝:!l注センタ寸野喝 

会議訓物置L
「請求副首A刷欄'"事件の田主併念品開こよる増成てある。

表5定期飽藷湖特殉隠語到11i.じ八』市閣語紙諸国ti兄

年度

想日傭藷錦町 特殊髄誌錯万 じ人』古髄藷封折

話鈎直情

総数

疾病総数疾病

発見車

対量

業務数

実施

軍事自観主

再λ 診

労働者数

有所見書

盟主

有所見

率

再λ 診

矧翫塁数

管理1

有F偶者

管理2 雷理3 置理4 高所見書

官邑

古併症

り患者数

有所見

率
1965 弘37且497 5 7,4 578 6,1 24 8,92 7 226 ,97 9 24,04 8 1且6 162 ,46 7 払996 3,912 850 415 14 ,234 8,8

1970 1¥ ,199,917 56己894 5,0 叩 14,86 5 304 ,79 3 30 ,735 10,1 1" 331 10 ,010 36 39 736 257 14 ,642 8.4
1975 10 ,901 ,527 733 ,029 6,7 日 30 ,446 557 ,22 4 29,96 2 5.4 212 ,976 12 ,716 5,055 1,080 318 19,16 9 9.0

1980 11, 30 ,6990 990 ,149 8,8 72 71 .976 1,213 ,867 30 ,546 2,5 259 ,89 9 34,1 3~ 且132 122 4己387 172 16 .3

1981 10, 33,3 192 916 ,522 8.9 72 74,71 0 1,256 ,28 3 31 ,710 2,5 271 ,775 3,6 872 7,78 7 148 44,80 7 177 16 .5

1982 10, 40 ,8511 953 ,39 3 弘2 72 76,8田 ,¥ 333,751 31,69 5 2,4 265 ,72 0 38,09 9 .8010 126 46,23 5 147 17.4
1983 1~ 625 ,67 6 991 ,035 9,3 72 7,8 031 1,34 2,08 2 ,72 498 2,0 260 ,56 5 37,18 3 7,12 0 137 44 ,440 133 17.1
1984 10 ,618 ,339 970,75 2 9,1 72 8~ 224 1, 38 ,4 123 27,67 4 20 262 ,024 34,95 8 ,6231 8 1 41,27 0 102 15,8

1985 10 ,733 ,013 1,005 ,929 弘4 72 81 ,689 ,¥ 436,463 24,42 9 1.7 260 ,62 9 3年391 5,905 8 C 39,37 6 87 1 5.1

1986 10,90 0,25 8 ,¥ 065,354 9,8 72 Bl ,573 .1 44,1 635 22,58 2 .16 251 ,822 34,23 2 品614 75 39,92 1 140 15,9

¥987 10 ,859,413 ,¥ 100,724 10 .1 72 日1,245 1,42 5,72 0 21 ,447 .15 237 ,310 29,11 1 4,64 5 93 日 849 104 14,3

1988 10,58 6,40 6 1,12 3,12 6 1且6 72 81,06 9 1,418 ,294 19,97 1 1,4 22 8.425 27,16 4 4,20 9 64 31,43 7 60 13,8

1989 9,23 2,99 7 1,11 7,56 4 12,1 72 80,24 2 1,4¥5 ,940 2弘015 1,8 219,624 25 ,364 3,86 4 66 29 ,294 63 13 .3

1990 10 ,00弘681 2,367 ,251 2,36 72 75 ,746 1, 37 ,6847 31,99 4 2.3 216 ,420 22,18 4 3,551 74 25,8¥ 5 91 11,9

¥991 10 ,911 ,023 2,99 0,89 0 27.4 72 73,61 7 1,38 5,57 3 41,84 4 3.0 229 ,13 9 22 .799 ,3475 5 C 26,32 4 47 11,5

1992 1且825 ,454 3,48 3,52 5 32 .2 72 75,13 1 1,50弘273 47 ,995 3.2 220,98 8 18,7日 2 3,24 9 52 n08 3 63 10.0

1993 ¥1 ,187,605 3,762 ,451 33,6 72 7,6 986 1,553,6叩 52 ,353 ,34 2 19,60 7 19,8田 3,13 8 36 23 .06, 27 10 .5

1994 11 ,317,518 .3 920,31 1 34 .6 72 7,0 51 し558.同6 55,96 9 3.6 215 ,17 4 19,10 7 2,96 9 43 22,11 9 10 .3

主幹' ' 1 :特殊健康E油膜獅苦難用(じ人』市低寵割町在除く)、じ八』市健康繍謁臨難航より、主匡聞抵注｛量生セン'y寸輪金i動t械a

19凹年10月より、 I D l副程度強折田真目等白日正Eされている。
特掬薗童診断百三t _ 1989年10月より、有機吉宵世量破制薗語2掛同j~目争出征されている。

じ八』市置理区分由主問先到こは聞神調Cよる毛泊は含まれてい日工、
1978年にじ幼時草田辺劫也征されている。

1990 5 0

207 13 1 Aフ 2氾5 42 。1991

205 10 9 109 "1 19 4 3e

1993 194 9 6 109 17刀 45

¥994 170 9 5 8 8市 "'"2"2 169 43

1
2
 3

9

8

7

5
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労工保険審査請求関係、続三十

審査請求処理状況

取下年度

"2 己2 1,c2 0

1,402

4弘7 1,409

51.4

1,i6 2

1,15 5 ム 11 1M 10199¥

814 "凶D ム8 145 9

8"

請求の' "包減」綱1" 、事件のお総串こよる熔捕である"その他処理Jも

,¥620

,1 394

請求の

増ム減

本年度

末残

処ほ塁率

(%1

1,53 3

し429

1,2 82

,¥ s53

そ¢也 処理

処理

61

伴数

1,i1 3

9I 1,56 2

,¥ 2i3
5.14 1,218

53.5

48,: ,¥ 155

4B .B ,¥ OS6

!9. 1 997

52,9 911

1,043 56.0

¥992 1,086

m 938 1,9351993

1ヲ94

売

労働省酬により全国労働安全衛生センター乏絡会謹訓惜

138

147

15

1 5

ム28

"31

1,402

,¥406

皇処ぼ豆

件数

2,26 2

2,5 1B

2,22 8

2,81 2

2,88 2

3,022

2,800

2,62 2

乙632

2,50 1

2,227

7¥

12

i15

146

30

26

33

22

(¥1)

( 8)

(28)

5.1 t..

53.5

J<5

700

7C3

738

5U 1,059

62,0 956

57,1 m
55 .1 1,262

t,m
I1 ,5 50

1,480

1,61 6

I,¥ 391

I1 ,3 49

I 1,354
I 1,339

1,072

,¥ 037

9日

1,023

952 1,86 4'12

前年度 新規

末残詰求

120
i,oa ~

056
959

lB9

161

155

163

:57

m
li7
168

147

215

131

105

101

139

110

1980

j981

1982

¥983

1984

¥985

¥g8 6 ,¥406

1,409 ,¥ 2131987

¥98B ,¥ 273 1,35 9

1989 1,278 1,2 23

¥990 1,16 2 1,065

968 2,¥ 23

決定

取消棄却却下小計

978

1,392

1,117

1,355

1,20 7

1,m
,1 i84

,¥ 155

,1 174

1,¥ 02

930

821

854

856

901

も同じ)。

新 請求の 決 そ¢也 処理処ほ塁率 本年度
年度

前年度 新規 の 取下
処理 率

末残詰求件数増ム減 取消棄却却下小計 処理伴数 (%1 末残

1980 120 1,53 3 2,26 2 978 lB9 61 1,i1 3 5U 1,059

j981 i,oa ~ し429 2,5 1B 1,392 161 9I 1,56 2 62,0 956

1982 056 1,2 82 2,22 8 1,117 155 7¥ t,m 57,1 m
¥983 959 ,¥ s53 2,81 2 1,355 163 12I1 ,5 50 55 .1 1,262

1984 "2 己2 1,c2 0 2,88 2 1,20 7 :57 i15 1,480 5.1 t.. 1,402

¥985 1,402 ,¥620 3,022 1,m m 146 1,61 6 53.5 ,¥406

¥g8 6 ,¥406 ,1 394 2,800 ,1 i84 li7 30 I,¥ 391 4弘7 1,409

1987 1,409 ,¥ 213 2,62 2 ,¥ 155 168 26I1 ,3 49 51.4 ,¥ 2i3

¥98B ,¥ 273 1,35 9 乙632 ,1 174 147 33 I 1,354 5.14 1,218

1989 1,278 1,2 23 2,50 1 1,¥ 02 215 22 I 1,339 53.5 1,i6 2

¥990 1,16 2 1,065 2,227 930 131 11 1,072 48,: ,¥ 155

199¥ 1,15 5 968 2,¥ 23 ム 11 1M J<5 10 821 105 (¥1) ,¥ 037 4B .B ,¥ OS6

¥992 1,086 814 "凶D ム8 145 700 9 854 101 ( 8) 9日 !9. 1 997

1993 m 938 1,935 ム28 138 7C3 15 856 139 (28) 1,023 52,9 911

1ヲ94 '12 952 1,86 4 "31 147 738 1 5 901 110 1,043 56.0 8"
売 「請求の' "包減」綱1"、事

3

1 5'(幻I~S4 (¥ω15

1犯

22事 十種類Bl新規蓄奮請求状虫

i支給制限l治な認定|再発詔定|障 害!畳給権|給付日獄1その他! 計

1,27 5

1,841

1,5G 4

1,474

,¥ 264

1,213

1.359
1,22 3 (39)

1,065

968 (44) 

874 (L4)

938 (36)

952 (42)

1

1

1

1

1

1

1

1 377

1 J99

1 409

1 521

1613

1 626

6J8

1 591

1 530

"4

1 58

147

1 6 1

57

55

1 56

43

1 25

1叩

1 43

109

57

1 41

1 55

1 "6( 1)

1 5B
1 12 ( 1)

1 30

1 35

1 40

27

3 1

3 1

1 17

1'1112111

1 19 1

21 事牛種類自J新規審査請求状況

年度l労働者l業務よ外|通勤11酒
資格

19821--"

19831 50

1;;;

1列; 1;0
1;;8 i; ;
;
19911 38( 1)

t992142

19931 36

19941"

珪 ( )内は坦勤災害の内数である巨匠し、

労働省資料により全国労働f安全衛生センター虐絡会議刀下司

1削 1;;

1;;; 57

47

1;;8

19891 57

;g;; 1;4

1 :~~
541
1

2:~
1,

I::~
!'~4I3~7
1'05 (1)

1

4;7

1 3;'

1 381

1 378

1 367 1 19 1

1 3B3~凶1
1320 1 30刷 I
1 m 1 10(叫1

1348 1 31 (32)1

1 11

1'71

1 7

l ' 7
1 1

6

1 49 1 435 I1
1 41 ( 2) 1 379 (!3) 1 1

1321 41 (的1331 (B ) 1 7

1 18 ( 1) 1 5 1( 1) 1 352 ,'( 2)1 7

1 45 1 49(111"引回 18
8年度ル前及び 1990年度立通勤定書¢円敏ぽ示してし屯川B

1 29
48

1 ao
20

1 20

1 18

1 5

1 12

1 81 83

1 8 1 60(幻
163
8 1 (1)

1 5 1 9 1(幻

119 ,~

19821--" 1 377 1 30 1 3 1 25 1 58 1 521 1 11 1 29 1 :~~
19831 50 1 J99 1 35 1 1叩 147 1613 48

1'71
541
1

1削 1;; 1 409 1 40 1 1 1 43 1 6 1 1 626 1 7 1 ao 1 2:~
1;;; 57 27 1 109 57 6J8 7 20 1,

1;;; 47

1列; 1;0
1;;8 i; ;

4;7 3 1 57 55 1 591 l ' 1 20 I::~
1 3;' 3 1 1 1 41 1 56 1 530 1 1 1 18 !'~4
1 381 1 17 1 1 55 43 "4 6 1 5 I3~7

19891 57

1;4

1 378 1'1112111 1 "6( 1) 1 5'( 幻I~S4 (¥ω15 1 12 '051 (1)
1 367 1 19 1 1 5B 1 49 1 435 1 1 81 83

年度ll'業 務よタトMπ要z一一痛一~
要痛

19iIT 863 1 3 2
1mr 320 1 _2 0
199iT' 33 7 1 _24
1削l' 348 1zo
注 ( 1内は遇動民曹三万円数である。
労働省資潤により全国労働安全衛生センタ還絡会議力軍成

左記以外

14

4B
81

83

3 事件程努且j処理状況

宜争 点

35

25 348

脳 .1[¥臨模患にかかるもの

"2

7.

10

45 8 ム1

再発であるかどっかに争いがあるもの
"2

R遺書割漫O)~固と争心力明るもの

2

7
そ の 他

10日 Ll12

合 計
110
( 8)

Ll32
(ム 21

55

69

1 1

147
( 91

15
( 1)

53

［心

B21
(34)

19

m
21

i69

18 。。 5

( 61

5

14

前年j度末

残件数

B
( 11

29

(幻

ム2

ム9

ム2

決

消棄 却却 下 取

6

25

。6

。。 2

。3

2

"'
15

45

童話権について争いがあるもの

給付基直白額の票出10争いがあるもの

振動障害にかかるもの

頚肩腕症候群等にカカる毛!の

じん師症等にかかるもの

その他の京病にかかるもの

よ言目出放のもの

通勤災害の認定lこ争い"'あるもの

支給制限Lついて争いがあるもの

治ゆ認定の時期に争いがあるもの

労園者であるかどっかに争いがあるもの

業務J k .害の詔Eに争いがあるもの

腰痛にかかるもの

26

(1)

38
( 2)

m

、由時、軍需品'"由,- "ヲ宇品｛旭』

「請求の溜ム減J欄は、事件刊の分1I民事による泊減である.

下請求の本年度末

t毎ム減残件数

ム2

ム14

請 デA俳 田

2 3325

111

43
( 31

274
(10)

7

6

67

( '1

.12
(40)

83

22

348

32

95

18

15

57

41

89

31

49
( 1)

338
( 81

8

19

78
( 1)

952
(42)

6 3.

32 30.

3 22

B 85

3 9

14

6 47

55

マ2

7

2 41
(1)

88 256
( 2) ( 8)

2 6

3

7 .5

(1)

739
(28)

425

20

1iO
.,

15

"
却

35 6 3.

425 348 32 30.

20 32 3 22

1iO 95 B 85
.,

18 3 9

14

6 47

15 15

" 57

7.

83

41 55

89 11 マ2

22 31 。7 18 。

25

111
45 2 33

43
( 31

49
( 1)

2 41

(1)
274
(10)

338
( 81

88 256
( 2) ( 8)

7 8 2 6

36 19

67

( '1
78
( 1)

7 .5

(1)
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下
巨労働安全衛生をめぐる採河川川ミ目白ぶ自民限切山宗奈川1

労災保険再審葺請求関係統計

審査請求処理状 J百

出働省関3により全国労働f安全衛生センタ連絡会:酌押成

ま手 度 前年繰越 請求件奴 裁決件鍛 取下件数 残 件 盟

。 164 15 2 145

1957年 1"'12月 1<6 246 135 9 248

1958年 H 248 255 214 12 m
1959年 H m w 199 8 317

196G年1"-':;月 317 68 59 4 312

!9印年度 312 ~51 235 10 318

195¥年度 31B 2'3 271 11 279

1952年度 m 253 272 17 243

19日年度 243 263 275 11 120

¥964年度 220 204 201 11 m
1955年度 m 179 ¥99 11 181

1966年度 181 195 131 11 134

1967年度 234 319 ¥i3 10 370

1968年度 370 194 ¥96 61 307

1969年度 ;01 23c 125 15 290

I97 0年度 295 194 205 20 164

1971年度 164 173 225 9 103

1972年度 203 175 195 17 155

1973年度 155 108 139 10 124

1974年度 224 11' 101 10 381

1975年度 381 250 9C 12 519

¥976年度 519 221 155 B 584

1977年度 584 231 314 12 489

¥978年度 489 233 15B 1 6 448

1979年度 44B 130 237 11 430

!日0年度 430 273 223 8 4ヴ2

1981年度 472 485 301 B 5'8

1982年度 648 264 359 13 550

1983年度 550 308 189 4 555

1981年度 565 349 305 9 600

1985年度 500 32S 239 13 OI7

1986年度 6i7 371 300 19 729

19B→年度 729 345 272 8 195

19BE年度 79: 344 345 11 752

1~8 9年度 782 "2 297 ¥5 9¥2

¥99氾年度 9',2 284 316 10 8ウD

日! 91年度 870 252 。'4 12 745

1992年度 745 254 m 日 593

¥99 3年直 693 246 m 7 644

1994年度 644 297 126 7 70E

A 主+ ¥0 ,382 弘193 481

2-1 事件種類釦J請求件致

年度 業務上タト R章 害治ゆ詔定 再発認定 給付基礎 却下決定 通勤主害

1"45

7 2

3

143 140 131

1日日5

I1 986

1987

1988

19凹

1990

¥991

1992

1993

1994

合計

蓮1 r年度Jの1956年は8"-'¥2月、 1957"-'19明年は¥"-'12月、 19oO年は前者が1"-'3月、後者カ年度、 196i以降は年度。

2 ¥96t年以前の「その他j1こは「治ゆ認定」、 「再突煙宜」、 「却下決定j、 「その他Jが含まれている.
3 1986年度以降は、表中巴将副加入者関係再審査請求事件を含み、 1986"-'1992王手主度については［ )内に内獄として示した.
4 本衰の事件司区分は盟理陪のものであモ50

労働省資料により全国労働安全衛生センタ 違絡会議訓作成

労働者
格資

5

3

7

7

6

B

7

6

4

7

6

3

9

2 1

3

2

8

4

5

6

7

3

102

158

145

151

5

B

4

10

7

B

14

B

18

22

1 5

1 3

17

15

16 2 1(2 )

2

4

4

2

9

13C 7

12 5

4 15

7

6

11

8

12

9

8

5

12

9

16

13

12

17

24

2 1

18

B

4

6

3

2

3

9

12

4

10

4

10

4

7

5

8

18

8

9

5

4(1 )

5(1)

5

~ (1 )

6

14

3 1

34

18

10

55

43

3 1

46

56

66

24

18

32

26

28

15

14

80

17

45

29

20

25

91

30

27

42

18

90 (3 )

34 (2 )

4 1(3 )

185

15

11

1 6

11

30

1,425

135

170

118

96

54

9 1

87

82

86

8C

6o
63

59

125

57

52

4B
40

53

59

75

62

84

づ8

89

日4(3 )

82 (2 )

64 (1 )

74

87

57

56

52

80

3,407

¥955

¥957

1958

1959

1960

1960

1961

1962

1963

¥964

1965

1966

1967

1958

¥969

1970

1971

1972

1973

¥g74

1975

1976

1977

1978

1979

19。目

19B1

1982

1983

\9B~

9

8

10

B

3

7

5

5

4

12

2

9

13

自

14

19

3~

15

14

1 7

1 9

13

15

4<0

40

49

65

45

9

39

52

37

8~

46

50

52

74

57

90

65

55

63

107

94

110

110

¥07

110

114

126

186

136

132

153

i3~

125 (5 )

151 (3 )

144 (5 )

¥37 (3 )

126但］

11日(6)

12日(2)

130

145

3,81 3

164B

13 146

255

13 247

3 61

25¥1 2

13 2'3

15 253

16 268

6 204

9 179

10 195

2 319

19'

230

¥94

173

175

108

274

25C

229

231

233

230

273

485

284

808

"9

329

371

346

344

~~2

284

252

254

246

297

10,38 2

11

6

80

7

5

9

4

5

9 10

:6 日 。

18 14 3

24 10 2

22 6 2

20 10 4

20 7

405 276 201

その他話付制限 計
年度 業務上タト R章 害治ゆ詔定 再発認定 労働者

資格
給付基礎 却下決定 通勤主害 その他話付制限 計

¥955 40 102 14 B 164
¥957 49 158 3 1 13 146
1958 65 145 34 255
1959 45 151 18 13 247
1960 9 10 3 61
1960 39 145 55 1 2 25¥
1961 52 135 43 13 2'3
1962 37 170 3 1 15 253
1963 8~ 118 46 16 268
¥964 46 96 56 6 204
1965 50 54 66 9 179
1966 52 9 1 9 7 2 24 10 195
1967 74 87 13C 7 18 2 319
1958 57 82 12 5 3 2 32 19'
¥969 90 86 4 15 4 4 26 230
1970 65 8C 9 7 4 5 28 ¥94
1971 55 6o 8 6 5 2 6 15 173
1972 63 63 10 11 B 7 175
1973 107 59 B 8 4 B 3 108
¥g74 94 125 11 12 10 4 3 14 274
1975 110 57 3 9 6 5 9 80 25C
1976 110 52 7 8 7 3 3 12 17 229
1977 ¥07 4B 5 5 B 2 7 4 45 231
1978 110 40 5 12 14 7 10 29 233
1979 114 53 4 9 B 11 6 4 20 230
19。目 126 59 12 16 6 B 10 25 273
19B1 186 75 11 13 18 80 7 4 91 485
1982 136 62 2 12 22 7 6 7 30 284
1983 132 84 9 17 1 5 5 4 5 27 808
\9B~ 153 づ8 13 24 1 3 11 7 8 42 "9

26 安全センタ情報1 9 9 6年9月号 安全センター情報1 9 9 6年9月号 27



: :労働護憲衛獲をめぐる総湯

記扇動障害|踊脇田君|その他

21 11

41 2

9 1 3

年度|棚上外|脳血管疾患|虚血性じ疾患|じ ん 肺|腰

i:99 21 128 1 3 1

|19931ωI 28

|19941 の I 31

労働省資料Zより全国労働安全衛まセンタ 量絡会議力乍成

遅絡会忍が作成

計

i

3-2 事件種類E山我美枕克

3-1 事牛種類別裁決状況

事牛の穫祭|錦上外|障 害|削認定|再発詔～労働者|給付|却下|遇勤|給付|その他|

区分 1 1 1 1 1資格|差益|決定1災害|制限

2 1 0 I 1 1 1 I

84 1 11 1 21 1

411 市 初

5 1 0

~ I lJ I

斗-よー
16! 299 1 

B

17_l__307
裁1翌し~J__76__L___ 2止_2_1L _ o J _ _ 1 _ーよしーと一 一一一日一一笠

__6___J.____ o__j_斗十一'_~ート o↓-十ト 一一一十J
O L _o_ L _ Oし一一ーユ」一一ユ

川|川同2BB

61 1 1 1 竺_.l~
パ 1 1 1 2 1 15一一一一一一

1993 I 回 I 7 I
1 I却下| 川
|決IJj掛|川11

I 裁|棄却|叩

限肖| 川
一 一一一一一一

側|師__'_+--斗ー叫「叫 o斗ートト斗一一一斗三
決 IJj計|日51 47 1 日 21 1 8 1

取下1 21 11 31 01

計|叩1 "1 18 1 2 1 1 -8 1

8 1 1 1 1 30 1 216 

01 1 1 7

1 J 133

裁|棄却 I 2,929 I 2,538 I 316 I 330 I 2C川 159 I 112 L _99_L___3_~J_96_8J._ど旦

里型L___3_~U__4"'_L__I.9_L _12上---'3_L'8_!___1!__~__'5_j __-"I___C6~__.I__ "_'"

甜I決_IIJ~j :計'-I~-3,-36;4 -:I~ -3,:1-23 ~~I~ -t3-44~ 十I-J;J-J-J 」十1~-I-~t--l~~+-;-;~-H-~出, 
決 IJj計 I 3,364 I 3,123 I 344 I 3明 249 1 185 1同 6 什 124 I 1,IBI I 9,19

取下 1 1 1 481 

計仏674

労働省資料こより全国労働安全衛生包ツタ一連絡会i恥乍成

裁主翌日空ーしと竺上 2竺j 日5j_1.'7L~54J→ 1C'J _~!__7~j__917__I_ 日主 
取消1 344 1 412 1 19 1 ゆ 40 叶 ¥6 I 14 I 4 1 I 155 I 1,UI 5

19日i 同平 I---,, --r-石 7寸 r--- ,oT一寸- - , 1一子 r--5r-9 1 "1 323

決M宙 I 2,犯 31乙 913 1 281 I 301 1 218 I 18川 140 I ¥13 Iワ4I 1,121 I 5,380

1991 t取引 10BI 1171 '5181 川16T- 10 I 4 I 7 I 110 I 剖
計 13,ω1 1 3,030 1 3521 309 1 232 1 186 T1 501 117 L13 1 1 1,141 1 臥 839

剖盟__'E_L_!~_L___3_斗一一旦-1--斗---～～斗 ___21__一一- 1トー叩 
取肖 31 BI 01 01 01 01 川 oI

19921 I-"';,I---:- _ - ' - I - 斗て生」十一件-下I _ q斗 j--ー 
決|心計 3什 79 1 3 1 1 14 1 12 1 4 1 川 川

取下1 1 1 2 1 3 1 0 1 61 1 1 0 1 0

計 1 135 I B 1 I "1 は 12 I 5 I 6 I 1 I

痛|緩動障害|踊飯田謂!その他

51 1

01 0

51

01 0

5 1

2-2 事件種類別請求件惣

「不法就労J外国人に対する災害補償の状況

各年度の労働省労働基準局補償課目貸料により全国労働安全信長官主センタ 連絡会議1111乍成したもの。

労災保険の傍膳給付の請求力あった事案¢ラE 彼見労働者が『不法就労」外留人であると恩われる者に約する補償状況。

被災労働者の国語〔入童文)

国名
62

年度

63

年度 "'年度
2

年度

3

年度

4

年度

5

年度

6

年度
昌名

62

年度

63

隼度

冗

年度

2

年度

3

年度

4

年度

5

年度

6

年度

イつン ι 1 5 I 100 111 101 ::1 インドネシア C 4

パキスタン 13 16 9 51 58 46 34

28

日ベトナム 。 。2 。2 2

"ンヲラ7イシュ 8 27 21 63 33 42 31 ギ ア 。 。

タイ 4 1 5 20 1 8

1 2

犯

26 オストコリア D
。。 c 。

べ )v 。 2 5 8 l' アイJレコンド 。 。
。。 。

車章 国

ス'Jフンカ

2 6 ? 20 31 43 23 ホンジユフス 。。。。。 。
円 10 " 14 15 リ台 湾 2 。 2

。。
。

フィリピン

イ ン ド

B 6 3 10 13 1 1 15 "イギリス 。。。 G 。

6 2 5 9 11 ゴルキナファソ 。。 。 。

中国 3 5 2C 2 1 16 31 9 10 スリナム 。。。。 。 。

ゴフジlレ 。。2 4 3 12 61 1 i' J¥ マ 。。 。 。

マレ シァ 。M 6 12 1 0 9 5 メキシコ 。。D 。。 。

ガナ

ネパ ル

』ι 2 3 5 2 6 キユ /く c G 。
4 2 2 5 5 ド イ ツ 。。G 。

ミヤンマー 。。 2 2 ι 2 5 南アコ'J力 。
。。 。。 o

ト ル コ 。 。2 2マ ' J 。 G

コロジピア 。 。。。 2 ハ.J' 7 :ューヰ.二7 。。。。。 。

アメリ力 。。。。 2 2 1 タツザ ア 。。 。

ポリビア 。 。
。。 1香 港 。。 。。。。

レ ソ 卜 。 。 。 1 オフンタ 。3 。 。
ぺ ナ ン 。。。。。。

。。 1 エジプト 。。。。 。。。。。。。。
ス タン 。。 。 。 1 シンガポ ル 。 。。
ヨ Jレタン 。 。。。 ユジーランド 。。 。
夫守ウエーデン 。。。 1 フフンス 。。。。 。。。。。
ナイジエリア 。3 2 自 ul':::衣 明 6 。。

計 40 7 1 89 I 221 322 円ν内% 351 320

143
 
'"
49

1
 
1
 
1

3
 
3
 
"

1
 
1
 
1

I

I

1
1
 
1
B

I

1

14
 20

I

I

主
i
 

1

i

1

問
一
」 

一。寸一 

一
引
一
世
一

-1
醐
一
昨
亡
l

一
帽
ド
一
下
』一L
醐ω

一

一

判
官
一 

一
固
一
剛
一

4
4
 
3
 

4
8
 
0
 
4
8

1
 
1
 

1
 
1
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事富豪冨羅豆腐扇官三百三量主主主己主云三l

2 就労事業鑓の程調(入銀)

262 63 元
種業種業

6 5 9 11

。2 84 i2963010 36 62

2D

122 1 2s1 3 1 32機械器具製造業

" 22 電気楢崎器具27 5 1
92

2 乙製輸送造用機械業 "1 91 9 302 6 2 1

機械装置の組立E 。 。
2

。B円u

。 。 3 。
。 6 ;g

4 6 4 貴身金異属、 製皮品革、製装品
4 2 2 。

。 2 9 9 1 5 等その製他の造製造業
1 8

。4

31 23

6 3 5 4 7港湾何役業 。

15
。G

。 。 6 4

2 4 8 11 11

202Bl その他の各種事費 1 2 15

0I 0I 0 3 89 I 221計

63

年度

3 2

62

年度

41

35↑ 320

? 5 農業又は海面滑諜

以外の漁業
。 。 。 2 9 。 。 。

清掃火葬又は

と畜の事業

ピルメン

。テナンス業

2 1

7 1

3 :

322

4

3

3e
393

;g
19

非鉄金属精錬策

金属材料品製造業 01

貨物取銀事業 。 。

。港湾貨物取扱業 。 。

日立は金属加工業

! 被金物製造業

年度

:n;3

歪何度

4

年度

5

年度

3

年度

5

年度

2

年度

4

年度

5 5

5 3

2

41
4 7

物 業

6

年度

2 3鋳

器具製造業

3船飽製品製造業

"計量器、光学機械

お時計等製造業

業j采 石

その他の鉱業

道路新設事業

3

2

2

4 2 。 2 2

o 。 。 。 。

。 。 。 。 。 。 2 。めっき業

lま装工事業 。 。 U
4 2 1 3建築事業

既設建築物設備

業事工

25

R

6

年度

自

年度 年度 年度 年度

その他の称業 。 。

。 D 。 。 2 。 。 。金属製品製造業木材伐出業

はすえ付けの事業

その他の建設事業 。 。 。 4 9 20

食料品製造業 3

越経工業主は 。
繊縫製品製造業

木材)(1三木製品

製 造 曹長

パルプ立は 。 。
紙製造業

印刷又は製本業 。 1

化学工業 3 2 2 6 1 5

ガコス)(1まセメ

ント製造業

その他の窯業又は

土石製品製造業

金属精錬業 。 。 。 。 2

。。。2 4 6

2 。

業種
62

年度

63

年度

元 2 3 4 5

年度

6

年度
業種

。 2 3鋳物業その他の称業

。 。金属製品製造業木材伐出業 。 D 2

日立は金属加工業j采 石 業
。 被金物製造業

。 2 。めっき業道路新設事業

lま装工事業 。 U 2 2機械器具製造業

建築事業 4 41 5 1 22 電気楢崎器具

既設建築物設備

工事業

。
5 5 2 乙製輸送造用機械業

機械装置の組立E

はすえ付けの事業

。
2 。

3

器具製造業

船飽製品製造業

:n;

年度

2

年度

3

年度

4

年度

5

年度

6

年度

。 6 5 9 11 自

36 62 96 。2 84 i2

2 D 2

。 4 2 。 2 2

。 1 3 2 1 2s 1 3 12

5忌 2 4 7 9

6 2 1 1 9 1 9 30

。 。 B

。 。 。 3 。

。 4 2 2 。

3 1 8 25 31 23

R 5 32 。 4

。 。 。

。

。 。 G

。 6 4

3 補償状況(件数)

保険給付の種類
62

年度

63

年度

フ℃

年度

2

年度

3

年度

4

年度

5

年度

6

年度

1

療養補償給付 39 70 70 I 169 267 29B 289 259

休業補償絶付 1 1 1 9 40 80 I 128 197 195 153

障害補償給付 7 6 10 3 1 55 69 87 76

遺族補償給付 。 2 2 4 3 4

葬 祭 キ ヰ 2 2 3 4

計 871 95 1'24 129 '1 457 15561 5751 '96

4 ま間協南〔人童文)

2 43 5
都府県名 都府県名

年度

33 10

BO I 1023E 。 。 D 2 3 4

。 。 3 。 2

止I 。 。4 28

。 。 10 。 。 C 。 。L

14 17 c IB 冨

3 6 11 高 3 。。。。。

36 3C 7佐13

? 6石 C

4I ti1 0 14

。 ,""
1 1出

c 。 。

4 。 3 26 49 2 1

。。。。3 3 3祁

。 。 3 4 2妓

7 1 89 I 221 322 351 32039~

" 431lR
a9岡

1 9 2BII 2!

84

3e

9 2

52

2

年度年度

62 63

年度 年度

4

年度

3

62 63

年度

1 9

4 。 2 色‘

ち

2

2

年度

3 4 3 11

2 11

。 。 。 2 9 9 7 1 6ネ畠両

6

年度 年度 年度 年亘 年度

65 奈

61 兵

25

30

年度

14

49

士雪

新

福

若宮

野

阪

重

主

潟

井

賀

良

庫

都

2 10

2

。 。 4 12

群

東

茨

千

愛

栃

習

梨山

11 1得 奈

畳

大

2 。

2 。

。2

馬

思

媛

嘉重

知

木

3

年度

。 。 c 。

5

年度

£

a9岡

児 島

山

島

間

賀

岡

島

1出 選湾

山宅急

3里 鏡

阜

計

。4 。3

6 5 5 12

都府県名
62

年度

63

年度

冗

年度

2

年度

3

年度

4

年度

3

5

年度

ち

年度

良 。 c 。 £ 2

2庫 。 D 2 3 4

都 。 3 。 2 。

止I 。 。

児島 。 C 。 。

山 。 。 。。

島 。

間 3 。 。 。

賀 。 。 。 。

11 。 。 2 。 C

岡 。 。 。 2 。

島 c 。 。 2 。

湾選 。 。 。 。

宅急 山 。 。 。

鏡 。 。 。 。

阜 。 。 。 。 。

計 7 1 89 I 221 322 39~ 351 320

都府県名
62

年度

63

年度

元

年度

2

年度

3

年度

4

年度

5

年亘

6

年度

群馬 。 11 14 33 10 91 9 2 65 奈

東思 1 9 3E 49 BO I 102 84 52 61 兵

茨媛

千 嘉重

4 。 2 色‘ 25 3e 431lR
2 10 4 28 30 内39 a9岡

愛知 2 L 。 10 "1 9 2BII 2!
栃木 。 4 12 14 17 c IB 冨

習両 。 2 9 9 7 1 6 ネ畠

山梨 。 4 。 3 d 3 6 11 高

得 奈 11 1 6 5 5 12 36 3C 13 7佐

畳野 。 。 ? 6石

大阪 3 4 3 11 1 0 14 4I ti
重 。 。 2 11 。 ,""

1出士雪 主 4 。 3 26 49 2 1 11

新潟 。 。 3 3 3祁

福井 。 。 。 3里
若宮 賀 。 。 。 3 4 2妓

外国人労働者の労働災害発生状況

各年度の労働省ヲ武動基準局安全衛生部の賃料により全国労働安全衛生センタ 連絡会議が作成したもの.

事業主力届け出た労働者死傷病報告こよるデータで永住吉、永住者の配偶者等、平和陸相臨夏国籍離脱蓄の子且び宣者を降、く在留貧格を有する
奮を対象としており、在留E百詑労の合t玄不法を問わない.死傷は克亡及胡木業4目以土の負傷の合計園

国惜別労酢よ奮被災者致 2 菜種別労働災害被災者数

平成2年 平成2年 平成3年
国 事色

種瓦傷死亡克燭克亡

ブもつジJレ 39 2I 201 4I 278 194

。建

10

2

4 30 6 30

" 234 27

3C 34 11I3 852

50 3 95 2I 217

11I 385 l liI 689 2318441 2218171 1 4

2 36

7

31

2

72

5I 1D2

4

16 I 6凹 I 23

5I 303

B I

2 76

2 5心

平成3年 平成4年 平成5年 平成6年

籍死傷克亡死傷死と死傷死亡究鷹毘亡死傷死亡

のそ

不

合

f i3
3I 102

2 41 52

16

4 44

19

7

13

18

18

14

13

17

22

16

2 80

6

4I 272

5 071 8

71

2B

べ I v
フ ンイ

中華人民共和国 25

フィリピン

大韓民国 1 8

パンクラディシュ

タ イ

パキスタン 45

ス')コン力

アメリ力

インドネシア

他

唱

244言十

他そ の

Aロ

平成4年

死傷死亡

5I < 1Bi

9I 113

2

1 27斗:.OJ8 681

87

3

5

4獲冨娯楽業

5

計 244

製 業造

設 業

貨物取III業
屡 業綜

畜産主・水産業

業商

平成2年 平成3年 平成4年 平成5年 平成6年
国

籍死傷克亡死傷死と死傷死亡究鷹毘亡 死傷死亡

ブもつジJレ 39 2 80 2I 201 4I 278 5I 303

べ I v 6 1 8 f i3 72 B I 。

イフン 11 71 3I 102 5I 1D2 2 76

中華人民共和国 25 2B 2 41 52 2 5心

フィリピン 16 2 36

大韓民国 1 8 4 30 6 30 4 44 7

パンクラディシュ 34 27

タイ 2

パキスタン 45 3C 34 18 2

ス')コン力 18

アメリ力 14

インドネシア 13

そ の 他 50 3 95 2I 217 8 681 1 27斗:.OJ
不唱 87

2218171 1 4合 言十 244 11I 385 l liI 689 2318441

事色
種

平成2年 平成3年 平成4年

瓦傷死亡克燭克亡死傷死亡

製造業 194 4I 272 5I < 1Bi 7

建設業 31 5 07 9I 113 13

貨物取III業 2 10 2

屡綜業 2

畜産主・水産業 3 17

商業 5 11 22

獲冨娯楽業 4 19 31

その他 5 4 16

Aロ 計 244 11 I3 85 16 I 6凹 I 23
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三労働重要塗衛自主関係麹誌 ..

持観葉金縄1生関罷闇龍
持参5年→1 9 9岳年

1995. 1.1 3 ［通達］平成7. 1.1 3補償課長事務連絡第l

号「はりきゅう施術の取扱いに係る行政事件

訴訟判決及び取扱いの留意事項J(情報9 5 -

5)

1995. 1.1 7 ［災害］阪神・淡路大震災

1995. 1.1 7 ［報告］元請による建設現場安全管理手法
検討委員会検討結果報告(法令4 8 - 3 1速報 

1431安衛広報621)

1995. 1. 2 3 全国安全センタ←労住医連振動病プロ

ジェクト第3回作業部会(東京)

1995. 1. 2 3 ［通達］平7. 1. 2 3基発第2 7号「兵庫県南部

地震に伴う労災診療の取扱いについてJ(情

報 95-3)

1995. 1. 2 3 ［通達］平7. 1.23補償課長事務連絡第2号

「兵庫県南部地震に伴う労災診療の取扱いに

係る留意点についてJ (情報95 -3)

1995. 1. 2 4 ［通達］地方公務員災害補償基金補償課

長事務連絡「兵庫県南部地震における公務

災害及び通勤災害の認定についてJ(情報

95-3)

1995. 1. 2 4 ［通達］平7. 1. 24労災保険業務室年金班長
事務連絡「兵庫県南部地震に伴う2月期年金

支払業務に係る対応についてJ(情報95 -3 )

1995. 1. 2 5 ［政令］平7.1.25 政令第9号「労働安全衛生

法施行令の一部を改正する政令J(製造等が

禁止される有害物質にアモサイト・クロシドラ

イトを追加、爆発性の危険物としてアジ化ナト

リウムそ正他の金属のアジ化物を追加等の爆

発・火災対策)(法令4 8 - 4 通信4801安衛広報

6221衛生95 -4)

1995. 1. 2 6 ［省令］平7. 1. 26労働省令第3号「労働安全

衛生法施行規則及E府定化学物質等障害予

防規則の一部を改正する省令J(改正労働安

全衛生法施行令施行に伴う整備)(法令4 8 -

41通信480/'安衛広報6221衛生9 5 - 4・5)

1995. 1.26 【通達］平7. 1. 2 6基発第2 9 号「兵庫県南部

地震に対応した労働災害防止のための緊急

措置についてJ(法令48-41安衛広報622)

1995. 1. 2 6 ［判例］元タクシ運転手の脳内出血事件

で佐賀労働基準監督署長の不支給処分を取

ヒ消す福岡高裁判決

1995. 1. 2 7 ［通達］平7. 1. 2 7基発第3 5号「兵庫県南部

地震に係る総合相談窓口の開設について」

(情報95-3)

1995.1.28-29 全国安全センタ←・労住医連第5回振動

病プロジェクト(東京)

1995. 1.30 ［通達］平7. 1.3 0補償課長事務連絡第4号

「兵庫県南部地震における業務上外等の考え

方についてJ(情報95-3)

1995. 1.3 0 ［通達］平7. 1. 3 0労働衛生課長事務連絡
「兵庫県南部地震に対応した復旧工事等に

おける労働者の健康の確保対策についてI
(情報95-3)

1995. 1.30 ［先例］1994年 10月、東京都品川区の京浜

急行・青物横丁駅構内で射殺された都立病

院医師の死亡について、地方公務員災害補

償基金東京都支部が公務上認定

1995. 1.3 1 石綿対策全国連絡会議、阪神・淡路大震

災被災地のアスベスト対策で労働省に申し入
れ(情報95-3)

1995. 1.3 1 ［通達］平7. 1.3 1基発第3 7号「兵庫県南部地

震に伴う賃金等の労働条件の確保のための総

合相談窓口の開設について J (情報95-3)

1995. 1.3 1 ［先例］審査請求で争っていた不支給処分

の取消後直ちに請求した後続する休業補償

給付等について、時効による不支給処分を取

り消しした労働保険審査会裁決(情報96 -4)

1995.2. 1 ［通達］平7.2.1基発第3 8号「脳血管疾患及

び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除

く。)の認定基準についてJ(情報9 5 - 4 1法令

48 -5 1通信4 7 9 /速報143)

1995.2. 1 ［通達］平7.2.1基発第39号「単身赴任者等

の通勤災害の取扱いについてJ(情報95 -3 1

法令48-51速報143)

1995.2. 3 ［法律］r危険物の規制に関する政令のー

部を改正する政令J(規制緩和) → 1995.4.1施
行(通信479)

1995.2.10 ［省令］平7.2.10労働省令第5号「労働者災

筈補償保険法胞行規則及び労働保険の保険

料の徴収等に関する法律施行規則の 部を

改正する省令J(労災保険料のうち労働福祉

事業に充てるべき費用の限度額及び中小企

業事業主等特別加入者の給付基礎日額を引

き上げ、労働保険料率の改定等)(法令4 8 - 4 、 

8)→ 1995.4 .1施行
1995.2.11 ［災害］長野・安曇村のトンネル取ヒ付け道

路建設現場で、水蒸気が突然土砂とともl二噴
出し、作業員4人が風圧で吹き飛ばされ死亡

1995.2.17 ［報告］大阪府医師会労災部会「労災隠し

に関するアンケ←ト主周査結果J(情報95 -4 )

1995.2.20 ［通達］平7.2.20労働省発労徴第5号/基発

第 7 4号「労働者災害補償保険法施行規則及

び労働保険の保険料の徴収等に関する法律

施行規則の一部を改正する省令の施行につ

いてJ(保険料率等の改正)(情報9 5 - 6 、111法

令 48-91衛生95-5)

1995.2.20 ［通達］平7.2.20基発第7 5号・職発第 97号

「職場におけるエイズ問題に関するガイドライ

ンについてJ(情報95-51通信4 8日/法令4 8- 71

安衛広報6 2 4繍生95-5)

1995.2.20 ［通達］平7 . 2 . 2 0基発第76号「労働安全衛生

法施行令の 部を改正する政令及び労働安

全衛生規則及む特定化学物質等障害予防規

則の一部を改正する省令の施行二ついてJ(情

報 95-4.月ま令48-71通信4801安衛広報624)

1995.2.22 ［通達］平成7年度の労働基準行政の運営

について(法冷括的重信481丘車報1441基準

広報11491衛生9 5 - 4 )

1995.2.24 ［通達］平7.2.24基発第9 4号の2 rシールド

工事に係るセーフティ・アセスメンH =ついてJ

1995.3. 3 ［災害］茨城東海村の原子力発電関連の

再処理工場・廃棄物処理場で、使用済核燃料

からプルトニウムなどを抽出した溶媒の廃液

を移送していた作業員3人が漏洩した放射能

に被爆

1995.3.8 ［法律］平成7年法律第2 2号「国民の祝日に

関する法律の 部を改正する法律」公布(7月
2 0日を「海の日jとして国民の祝日に追加)→

1996.1 . 1施行(法令4 8- 9)

1995.3. 8 石綿対策全国連絡会議、環境庁ー労働省

交渉
19 95.3 .14 ［先例］3月2 0日に発生した地下鉄サリン事

件で、中央労働基準隠督署は被災した団体

職員の友性から出されていた通勤災害の労

災保険給付申請を認めた

1995.3.15 ［通達］平7.3.15基収第1 0 8弓の2rエレベー

ターに関する疑義についてJ(通信483)

1995.3.15 ［通達］平7.3.15基収第1 5 停の2 rクレン

構造規格第1条第1項に規定されない鋼材の

使用についてJ(通信488)

1995.3.1 5 ［災害］山形・山形市の浄水場で次亜塩素

酸ソーダ生成室の改造工事中、漏洩していた

水素ガスにポルNii干磨の際の火花が引火して

爆発、作業員3人が全身に火傷などの主主軽傷

19 95.3 .20 ［災害］地下鉄サリン事件

19 95.3 .22 ［通達］平7.3.22基発第135号「試験設備等

に関する安衛法 G L P適合確認状況についてJ 

(通信483)

19 95.3 .22 ［通達］平7.3.22基発第 136 号「職場におけ

る腰痛予防対策に係る労働衛生教育の推進

についてJ(通信4821安衛広報6281衛生95

6)

1995.3.2 2 ［通達］平7.3.22発基第2 2号「中小企業安

全衛生活動促進事業助成制度推進要綱につ

いて」

19 95.3 .22 ［通達］平7.3.22基発第1 3 7号「中小企業安

全衛生活動促進事業助成制度の推進につい

て」

1995.3.23 ［法律］平成7年法律第3 5号「労働者災害

補償保険法等の 部を改正する法律」公布

(介護補償給付の創設及び遺族補償年金の

改善、海外派遣者特別加入制度の改善メ

リッHljlJの拡充等)→1995.8.1以降施行(法令

4 8 - 4 、6、9、11)

1995.3.23 ［通達］平7.3.23発基第25号「労働者災害

補償保険法等の 部を改正する法律の施行

についてJ(情報95-1110法令48-12)

19 95.3 .24 ［告示］平7.3.24労働省告示第四号「労働

安全衛生法に規定する新規化学物質の名称

を公表する告示」

1995.3.27 ［告示］平7.3.27労働省告示第2 3号「作業

環境測定法施行規則の規定に基づき労働大

臣の定める基準を定める告示の一部を改正

する告示J(作業環境測定に使用する機器及

び設備についての 部を改正)

1995.3.27 ［告示］平7.3.27労働省告示第2 4号［作業
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環境測定士規程の一部を改正する告示J(作

業環境について行う分析の技術・実務につい

て高速液体クロマトグラフ分析方法を追加)

1995.3.27 ［告示］平7.3.27労働省告示第25号「作業

環境測定基準の 部を改正する告示J(改正

労働安全衛生法施行令の施行に伴う所要の

整備及び国際単位系との整合性を図るため、
長さの単位を「マイクロメ トル」とすること)

1995.3.27 ［告示］平7.3.27労働省告示第26号「作業

環境評価基準の一部を改正する告示の一部
を改正する告示J(工チレンイミニ等 9物質の

管理濃度を新規設定、アクリロニトリル等7物
質の管理濃度を改定)(法令48 -1 1 )

1995.3.27 ［告示］平7.3.27労働省告示第27号「作業
環境測定法施行規則第5条の2第2項の規定

に基づき労働大臣が定める基準を定める告
示の一部を改正する告示J(作業環境測定基

準に高速液体ケロマトグラフ分析方法が追加

されたごとに伴う所要の改正)
1995.3.27 ［通達］平7.3 .2 7基発第145号「作業環境評

価基準等の一部改正についてJ(情報95-6/法
令 48-11/通信4 8 4凌衛広報627/衛生95-6)

1995.3.30 ［省令］平7.3.3C労働省令第16号「労働者

災害補償保険法施行規則の一部を改正する

省令J(特別加入対象作業に国・地方公共団
体が実施委託する求職者の就職を容易にす

るための職業自練として行われる作業であっ

て事業主または事業主団体に委託して行わ
れるものを追加)→1995.4 .1施行

1995.3.30 ［告示］平7.3.30労働省告示第30号「労働
者災害補償保険法施行規則第46条の18第2

号口の規定に基づき労働大臣が定める職業

訓練であって事業主の団体に委託されるtの
を定める告示の一部を改正する告示」

1995.3.30 ［省令］平7.3.30労働省令第17号「労働者

災害補償保険法施行規則及び労働時間の短
縮の促進等に関する臨時措置法施行規則を

改正する省令J(中小企業労働時間短縮促進

特別奨励金の支給要件のうち省力化設備に
係る投資額について小規模事業主の特例を

設けたほか、新たに1週間の所定労働時間数

を3時間以上短縮した場合の支給を規定)→
1995.4.1施行(法令48-10)

1995.3.31 ［決定］規制緩和推進計画(閣議決定)(情

報 95-7/通信483)

1995.3.31 ［通達］平7.3.31基発第168号 rr労働福祉事

業とし τのアフターケア実施要領の制定につ

いて』の部改正についてJ(情報9 5 - 7 ,11)

1995.3.31 ［政令］平7.3.31政令第1 4 0号「労働省組織

令の一部を改正する政令J(労災保険率等に
関する事務及び労災保険の保険数理等に関

する事務の所掌を移管)→1995.4.1施行

1995.3.31 ［省令］平7.3.31労働省令第18号「労働省

組織規程の一吉11を改正する省令J(労働基準

局労災管理課に労災保険数理室を設置等)

→ 1995.4 .1施行
1995.3.31 ［省令］平7.3.31労働省令第25号「炭坑災

害による一酸化炭素中毒症に関すξ特別措

置法施行規則の一部を改正する省令J(介護

料及び介護に要した実費が介護料を超える
場合に支給される額の限度額の引き上げ)→

1995.4.1施行
1995.3.31 ［告示］平7.3.31労働省告示第37号「労働

者災害補償保険法第8条の2第2号の労働大

臣が定める率を定める告示の一部を改正す

る告示J(休業(補償)給付に係る給付基礎日
額の算定に用いる率の改正)

1995.3.31 ［通達］人事院事務総局職員局長職補一
102r心血管疾患及び脳血管疾患等の業務

関連疾患の公務上災害の認定について(通
知)J( 情報95-7)

1995.3.31 ［通達］平7.3.31基発第178号 rr労災保険審

査請求事務取扱手引』の一部改正について」

(保険給付請求権正時交担こ係るお知らせ等)
1995.4.3 ［通達］平7.4.3基発第1 9 9号「長期家族介

護者援護金の支給についてJ(情報9 5 - 7 ,11)

1995.4. 7 ［通達］平7.4 .7基発第2 2 0号の2rr食品加

工用機械の労働災害防止対策ガイドライン』

及びT食品包装用機械の労働災害防止対策
ガイドライン』の策定について J(通信487/安

衛広報637 ・639)

1995.4. 7 ［通達］平7.4.7基発第2 2 3号「交通労働災

害防止対策推進事業の実施について」
1995.4. 7 ［通達］平7.4 .7安全課長事務連絡「連結式

ゴンドラの取扱いについてJ(通信488)

1995.4.11 ［告示］平7.4 .11労働省告示第5 2号「大阪
府及び兵庫県の一部の地域における労働保

険料の申告書の提出期限等を指定する告

万て」

1995.4.18 アスベスト被害止ま藷制を考える4.18集会(東
京)(情報95-6)

1995.4.19 全国安全センタ←・労住医連第6回じん肺

プロジヱクト(横浜)
1995.4.21 ［通達］平7.4.21基発第2 6 7号の2r元方事

業者による建設現場安全管理指針について」

(法令48-13 、15/通信485/安衛広報628)

1995.4.24 ［報告］裁量労働制に関する研究会報告
(法令48 -1 3 /速報146)

1995.4.26 ［報告］とれからの産業保健のあり方に関す
る検討委員会報告(情報95-7/法令48-14/通

信486/速報146/衛生95-7)

1995.4.26 .［報告］ゆむつ創造社会の実現に向けての専

門家会議報告「ゆと矧ミ暇の普及拡大のため
に J(法令4 8 - 1 4 /速報146/衛生9 5- 8)

1995.4.27 ［判例］荷卸し作業中にくも膜下出血で死

亡した長距離トラック運転手の事件で、京都
南労働基準監督署の不支給処分を取り消す

大阪高裁判決→労働省は上告を断念
1995.4.28 ［通達］平7.4.28基発第2 8 2号「光磁気ディ

スク等の電子媒体による健康診断個人票等
の保存についてJ(法令48-17)

1995.5. 1 労働省は、地下鉄サリン事件で被害を受け

た労働者に支払う労災給付金をオウム真理
教に求償する基本方針を決めた

1995.5.10 ［告示］平7.5.10労働省告示第62号「労働

災害防止団体法第2条第2項の業種を指定す

る告示の一部を改正する告示J(陸上貨物運
送事業に係る事項の一部改正等)

1995.5.12 ［通達］平7.5.12基収第119号の2fクレーン

に係るD/ d (つり上装置等のドラムのピッチ円

の直径又はシ←ブのピッチ円の直径と当該ド
ラム又はシーブに巻き込まれるワイヤロープの
直径との比)の値についてJ(通信491)

1995.5.26 ［報告］中央労働基準審議会就業規則等
部会中間報告(法令4 8- 1 6/速報147/基準広
報 1158)

1995.5.30 ［災害］神奈川・川崎市の石油精製工場で、

定期検査中に硫黄回収装置から硫化水素ガ
スが漏洩し、作業員らガスを吸い込み2人が

死亡、 45人が重軽傷
1995.5.31 ［通達］平7.5.31基発第3 4 4号「試験施設等

1:関する安衛法G L P適合確認状況について」
(通信490)

1995.6. 1 ［通達］平7.6.1基発第3 4 8号の3f変異原性

が認められた化学物質の取扱いについて」
(情報9 5 - 1 2 /通信490 /衛生95-9)

1995.6.5 ［通達］平7.6. 5基発第36 0号「中小企業安全

衛生活動佑藍事業助成制度の運用について」
1995.6. 6 ［通達］平7.6.6基安発第8号の2 r石油精

製・石油化学設備等の点検、修理、整備作業

等における労働災害の防止についてJ

(1995.5.30の東燃川崎工場における硫化水

素漏えい事故関係)(法令48-17/通信489)

1995.6. 9 ［法律］平成 7年法律第1 0 7号「育児休業等

に関する法律の一部を改正する法律」公布
(介護休業制度の導入義務付け等)(法令48-

3,4、6、14、16、17、25)→ 1995.10.1以降施行
1995.6. 9 ［通達］平7.6.9労働省発婦第11号「育児休

業等に関する法律の一部を改正する法律の
施行についてJ(法令48-18 ,20)

1995.6.12 ［判例］養護学校元教諭の腰痛を公務災害

と認める大阪地裁判決

1995.6.16 ［通達］平7.6.16基発第3 8 7号「平成7年度

中小企業賃金制度支援事業の実施につい
て J(法令48-17 )

1995.6.19 ［通達］平7.6.19基発第3 9 0号の2r移動式ク

レンの安全な使用の徹底についてJ(法令
48-17/通信490)

1995.6.20 ［災害)1994年 11月、兵庫・高砂市の化学

工場で建設中の塩化ビニ←ル貯蔵乾燥タン
ク内で火災が発生し、作業員2人が死亡、 1人

が重傷を負った事故で、高砂警察署は、業務

を請け負った化学プラントメ←力ーの現場監
督とプラント検査会社の現場責任者を、業務

土過失致死傷の疑いで神戸地検姫路支部に
書類送検

1995.6.26 ［告示］平7.6.26労働省告示第69号「労働

基準法の規定による休業補償の額の算定に
当たり用いる率を定める告示J(1995.7.1~

9.30の問における休業補償の額の算定に用

いるスライド率)
1995.6.26 ［告示］平7.6.26労働省告示第70号「労働

安全衛生法に規定する新規化学物質の名称
を公表する告示j

1995.6.29 ［災害］韓国ソウル市の5階建てデパ←ト

「三豊百貨応 Jの建物が崩壊、死者判 3人を超
え、負傷者も900人を超えた

1995.7.1-7平成7年度全国安全週間(通信484)

1995.7. 2 第 4回目尻賞表彰式(東京)(情報95ー11 、
12、96-1 ・2)

1995.7. 6 ［告示］平7.7.6労働省告示第80号「化学物

質において製造し、又は取り扱う危険物の量

に関する労働大臣が定める基準を定める告
示の 部を改正する告示J(異常事態を早期

に把握するための自動警報装置を設けなけ
ればならないものとして「アジ化ナトリウムその

他正金属のアジ化物 (50キログラム)Jを追加)

1995.7. 6 ［判例］労災保険法で定められた労働保険
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・情働重憲塗徳重量勝療関誌

審査会への再審査請求の前に、裁判所に休

業補償給付等の不支給処分の取り消し訴訟

を起こせるとした最高裁第1小法廷判決

1995.7.12 ［通達］平7.7.12基発第4 5 6号「試験施設等

に関する安衛法G L P適合確認状況についてj 

(通信494)

1995.7.14 ［通達］平7.7.14安全課長事務連絡「クレー

ン及び移動式クレーンに使用するワイヤロ←

プについてJ(通信494)

1995.7.20 ［判例］筑豊じん肺訴訟、福岡地裁飯塚支

部判決

1995.7.22 全国安全センター第6回総会(東京)

1995.7.22-24 第2回労働と健康に関する日韓共同セ

ミナー(東京)(情報9 5 - 8 ・9)

1995.7.25 ［災害］兵庫・芦屋市の阪神高速道路復旧

工事現場で、足場を組む作業中、足場の接続

金具が外れ、落下した作業員2人が死亡、 1人

が重傷

1995.7 .26 ［報告］公的年金制度の元化に関する懇

談会報告(法令4 8- 2 1)

1995.7.27 ［通達］平7.7.27基発第4 8 2号 frゆとり休暇

推進要綱』の周知徹底についてJ(法令4 8 -

29)

1995.7.28 ［告示］平7.7.28労働省告示第86号「労働

者災害補償保険法の施行に関する事務に使

用する文書の様式を定める告示の一部を改

正する告示J→ 1995.7.31適用

1995.7.31 ［省令］平7.7.31労働省令第3 6号「労働者

災害補償保険法施行規則の一部を改正する

省令J(給付基礎日額の最低保障額を4,1 8 0

円に引き上げる等改正法の細部事項)→

1995.8.1施行(法令4 8- 21 )

1995.7.31 ［通達］平7.7.31基発第4 9 2号「労働者災害

補償保険法等の 部を改正する法律の施行

(第 1次分)等についてJ(情報95-111法令4 8

22)

1995.7.31 ［告示］平7.7.31労働省告示第9 4号「労働

者災害補償保険法の規定による年金たる保

険給付等に係る給付基礎日額の算定に用い

る率を定める告示J(1995.8~1996.7の労災

年金給付または1995.8.1～1996.7.31の聞に

支給事由の生じた障害補償一時金給付のス

ライド率)(法令48 - 21 )

1995.7.31 ［告示］平7.7.31労働省告示第9 5号「労働

者災害補償保険法第8条の2第2項第1号及

び第2号の労働大臣が定める額に関する告
示J(I~95.8~1996.7の月分の労災年金に係

る年金給付基礎日額及び休業補償給付等に

係る休業給付基礎日額の最高限度額及び最

低限度額を定めるとともに年齢区分の設定等

の改正)(法令48 - 21 )

1995.7.31 ［告示］平7.7.31労働省告示第9 6号「労働

者災害補償保険法第1 6条の6第2項の労働

大臣が定める率に関する告示J(1995.8.1 ~

1996.7.31の聞に支給事由の生じた遺族補償

一時金、障害補償年金差額 時金等の額を

算出する際の支給された遺族補償年金等の

額の合計額を計算するにあたり、支給された

遺族補償年金等の額に乗ずべき換算率)(法

令48→ 21)

1995.7.31 ［報告］中央労働災害防止協会「働く人の

運動機能検査J集計結果(法令48 - 22 )

1995.7.31 ［災害］埼玉・桶川市の金属部品製造会社で、

高圧フョレス機を使って成型加工する作業の

準備中、高圧プレス機のバルブを開いた瞬間

に爆発が起き、同社の従業員ら22人か、重軽傷

1995.8.10 ［災害］川崎市の東燃川崎工場で5月に起

きた硫化水素漏洩事故で、神奈川県警と!ll崎
臨港警察署は、同工場製油第1課長と統括

コーディネータ一、同課係員の3人を業務上過

失致死傷の疑いで横浜地検川崎支部に書類

送検→9.25川崎南労働基準監管箸も、同社

と工事担当者を労働安全衛生法違反の疑い

で書類送検

1995.8.31 ［先例］1 99 3年8月に静岡県を走行中の東

海道新幹線「のぞみ号」車内で出張帰りの会

社員が覚醒剤を使用していた男にナイフで

刺殺された事件で、大宮労働基準監督署の不

支給処分を取り消す埼玉労災保険審査官の

決定

1995.9. 8 ［判例］長崎北松じん肺訴訟、最高裁差し

戻し審の福岡地裁判決(情報9 5-1 1)

1995.9.14 ［報告］中央労働災害防止協会「職場にお

ける『頚肩腕症候群予防対策』に関する検討

結果報告書J(情報95-121通倍4931速報1511

衛生95- 12)

1995.9.21 ［通達］平7.9.21基収第4 5 0号の 2 fクレーン

構造規格第l条第1項に規定されない鋼材の

使用についてJ(通信498)

1995.9.21 ［報告］労働基準法研究会報告(労働時間
法制関係)(法令4 8 - 2 6 1速報1511基準広報 

1170)

1995.9.21-23 全国脊髄損傷者連合会第2 2回全国大

会(福岡)

1995.9.22 ［告示］平7.9.22労働省告示第101号「労働

安全衛生法第28条第3項の規定に基づき労

働大臣が定める告示の一部を改正する告示」

(下記通達参照)

1995.9.22 ［通達］平7.9.22基発第5 6 9号「クロロホルム

による健康障害を防止するための指針及びテ

トラケロル工チレン(別名パ←ク口ルエチレン)

による健康障害を防止するための指針につい

てJ(情報9 5 - 1 2 1法令4 8 - 2 6 1通信4971速報

1511安衛広報6 38/衛生95 - 12 )

1995.9.25 ［告示］平7.9.25労働省告示第102 号「労働

基準法施行規則第38条の7から第3 8条の9ま

での規定に基づき休業補償の算定に用いる

率を定める告示J(1995.10.1~1995.12.31の

聞における休業補償の算定に用いるスライド

率)

1995.9.26 ［通達］平7.9.26基発第581 号「快適職場推

jJt計画の審査及び認定手続の見直しについ

てJ(通信4941法令4 8 - 3 1 1速報1531衛生9 5 

12)

1995.9.26 ［通達］平7.9.26基安発第13号「建設業に

おける快適職場形成の推進についてJ(通信

4951安衛広報6391衛生96 -1 )

1995.9.28 ［通達］平7.9.28基発第5 9 0号の 2f指定外

国検査機関の指定についてJ(通信498)

1995.9.29 ［通達］平7.9.29婦発第2 7 0号・職発第6 9 5

号「育児休業等に関する法律の 部を改正

する法律の施行(第1次分)についてJ(法令

48 -2 7 1速報152)

1995.9.29 ［通達］平7.9.29婦発第2 7 7号・職発第6 9 6

号「育児休業等に関する法律のー部を改正

する法律の施行(第2次分)についてJ(法令
48-28)

1995.9.30 ［災害］新潟・妙高高原の上信越自動車道

のインタ←建設現場で、鉄骨の支柱が崩れ作

業員5人が下敷きになり、 2人が死亡、 3人がけ

が
1995.10.1-10.7平成7年度全国労働衛生週間(法令

48-20/i重信4891衛生9 5 - 9 )

1995.1 04 ［通達］平7.10. 4慕発第4 6 2号「棺対濃度指

示方法による測定において使用する質量濃

度変数係数及び妨害物質がある場合におけ

る検知管方式による測定の具体的方法につ

いてJ(平 2.7.17基発第4 6 2号の 部改正) 

(通信50 4)

1995.10.6 ［指針］印刷産業労働時間短縮指針(法令

48-271速報1521基準広報1173)

1995.10.6 ［指針］建設業労働時間短縮指針(法令

48-271速報152)

1995.10.6 ［指針］卸売業労働時間短縮指針(法令

48 -2 7 1速報1521基準広報1173)

1995.10.12 ［通達］平7.10.12基発第6 1 9号「試験施設

等に関する安衛法G L P適合確認状況にっしミ 

てJ(通信498)

1995.10.24 ［通達］平7.10.2 4基発第631号の2 f指定外

国検査機関の指定についてJ(通信498)

1995.10.26-27原発被爆労働ホットライン(情報 96 ト

2)

1995.10.28 ［災害］福島相馬市の東南東海上を航行

中のイカ釣り漁船内で冷凍機のアロンガスが

漏れ、機関長ら4人が酸欠により死亡

1995.10.28-29全国安全センター・労住医連振動病プ

ロジェクト宇業部会(大阪)

1995.10.30 ［通達］平7.10.30基収第661号の2 f研削盤

等構造規格第31条に基づ三適用除外につい

てJ(通信502)

1995.10.30 ［通達］平7.10.30基収第5 9 6号の2 f研削盤

等構造規格第31条に基づ、く適用除外につい

てJ(通信504)

1995.1 1. 8 ［災害］埼玉・吉見町の飲料缶製造工場で、

鉄骨倉庫内にあった高さ約2 0メートルに積み

上げた製品パレットから出火し、消火作業中

の消防士ら3人が煙に巻かれるなどして死亡、

他の消防士6人が重軽傷

1995.1 1 .7 石綿対策全国連絡会議第9回総会(情報

96-1 ・2)

1995.11.1 5 ［先例］パチンコ景品卸業者の女性従業員

が 1994年3月、刃物で殺され現金4 0万円など

が奪われた事件について、長野松本労働基

準監督署が業務上認定

1995.1 1.1 8 - 1 9 労住医連産業医部会(熱海)

1995.11. 2 0 緊急労働災害防止対策(法令4 8-3 1)

1995.1 1.2 2 ［判例］鉄板プレス機で指にけがをした元

工員の事件で、工場だけでなく、機械を工場

に貸したリ←ス会社の責任モ認めた仙台地裁

判決

1995.11.24 玩具の安全生産に関する市民連絡会

1995.11.25-26 全国安全センター・労住医連第6回振動

病プロジェクト(松山)

1995.11.29 経済審議会「構造改革のための経済社会

計画 活力ある経済・安心できるくらしーJ(法

令 48-32 )

1995.12.1 ボパール事件11周年集会

1995.12.2-4第3回東京労働安全衛生学校
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1995.12.7 ［災害］栃木・石橋町の町営公園で多目的

ホールの建設中、ガスバーナーの火から出

火、配管作業などを行っていた4人が死亡、

1995.12.12 ［通達］化学物質調査課長事務連絡 r2-ブ
ロモプロパンによる健康障害予防のための緊

急措置についてJ(通信501)

1995.12.18 ［報告］連合・メンタルヘルスプロジェクト報

告(情報96 -5 )

1995.12.21 ［報告］日本医師会労災・自賠責委員会答

申「労災医療の現状と問題点J(情報9 6- 4)

1995.12.26 ［告示］平7.12.26労働省告示第1 3 4号「ク

V~ン構造規格を定める告示  J (国際規格との

整合性を図るため構造規格を全面的に見直

し) (法令49-2/通信5 0 1)

1995.12.26 ［告示］平7.12.26労働省告示第135号「移

動式クレーン構造規格を定める告示J(国際

規格との整合性を図るため構造規格を全面

的に見直し)(法令49-3/通信502)

1995.12.26 ［告示］平7.12.26労働省告示第1 3 6号「ク

レーン等製造許可基準の一部を改正する告

刀ミJ

1995.12.26 ［告示］平7.12.26労働省告示第1 3 7号「労

働基準法施行規刻の規定による休業補償の

額の算定に用いる率を定める告示」

(1996. 1.1 ～3.31の聞における休業補償の額

の算定に用いるスライド率)

1995.12.26 ［通達］平7.12.26基発第7 3 8号「試験施設

等に関する安衛法G L P適合確認状況につい 

てJ(通信509)

1995.12.27 ［通達］平7.12.27基発第741号「クL←ン又

は移動式クレーンの過負荷防止装置に係る

型式検定の取扱いについてJ(通信5 0 日/法令

49-2)

1995.12.28 ［通達］平7.12.28労働衛生課長事務連絡

「職場における腰痛予防対策に係る労働衛生

教育についてJ(通信500/衛生96-3)

1996. 1 .4 警察庁の集計で、平成7年の交通事故によ

る死亡者が10,6 7 9人にのぼることが判明、前

年比3 0人増、 1万人突破は8年連続

1996. 1 . 8 ［法案］労働省、労働者災害補償保険審議

会に「労働者災害補償保険法等の一部を改

正する法律案要綱」を諮問→ 1.22了承する

旨答申、1.26 中央職業安定審議会全渓当と認

める旨答申(法令4 9 - 2 、4)

1996. 1 . 8 ［告示］平8. 1. 8労働省告示第1号「防毒マス

ケの規格の一部を改正する告示J(防毒マス

ク規格において行われている試験ガスである
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「四塩化炭素JO :代替として「シクロヘキサンJ

を指定)

1996.1. 9 タイ北部工業団地労災事件報告会

1996. 1.19 ［建議］中央労働基準審議会建議「労働者

の健康確保対策の充実強化についてJ(情報

96-3/法令4 9- 3/速報155/安衛広報646)

1996. 1. 2 2 ［通達］平8. 1. 2 2基発第3 0号「脳血管疾患

及び虚血性心疾患等(負傷に起因する毛のを

除く。)の認定基準の 部改正についてJ(情

報 96-3/法令49-3/通信501/衛生96-4/基準

広報1181)

1995. 1. 2 3 ［判例］心筋梗塞で死亡した元高校教諭の

事件で、地方公務員災害補償基金東京都支

部の不支給決定を取り消す最高裁第3小法廷

判決(情報96 -5 )

1995. 1. 2 4 ［先例］フィリピンのマニラ出張中に、宿泊

先のホテルで殺害された会社員の事件で、中

央労働基準監督署の不支給決定を取り消す

労働保険審査会の裁決(情報96-5)

1996. 1.25 ［通達］平8. 1. 2 5基発第35号「振動障害に

係る保険給付の適正化についてJ(情報9 6

5)

1995. 1. 2 5 ［省令］平日1 . 25労働省令第2号「ボイラー

及び圧力容器安全規則の 部を改正する省

令J(設置届提出時における構造検査または

使用検査済印を省略するとともにボイラー取

扱作業主任者の選任基準の緩和及びボイ

ラー取扱作業主任者選任報告書を廃止し、性

能検査を受ける時の措置の緩和)(法令49-4/

通信502)

1996. 1. 2 6 ［報告］労働省の所管行政に係る規制緩和

要望及びその検討状況について(速報155)

1996.1.28-31 インドPRIA代表来日

1996. 1.29 ［通達］平8. 1. 2 9基安発第4 2号の4 r建設現

場における発泡プラスチック系断熱材による

火災災害防止の徹底について」

1996. 1.3 0 ［報告］日本医師会産業保健委員会答申
(情報96-3)

1996.2. 1 ［通達］平8.2.1基発第4 7号「クレーン構造

規格及び移動式クレーン構造規格の適用に

ついてJ(法令49-12/速報156/通信5 0 7 ・508)

1996.2. 2 ［法案］r労働者災害補償保険法等の一部

を改正する法律案」国会提出(審査請求手続

の改正等)→1996.7.1施行予定(法令49-5)

1996.2. 2 ［法案］r高年齢者等の雇用の安定に関す

る法律の一部を改正する法律案J国会提出

(シルバー人材センター連合の指定等)(法令

49-5) → 1996.10.1施行予定

1996.2. 7 ［通達］平8.2.7基発第5 3号「技能講習修了

註の統合の取扱いについてJ(法令4 9 - 7 /通 

信 504/衛生96 -5 )

1996.2. 7 ［通達］平自2.7労働省労働基準局安全衛

生部計画課長・安全課長・労働衛生課長化

学物質調査課長事務連絡「技能講習修了証

の統合の取扱いについてJ(法令4 9- 7)

1995.2.10 ［災害］北海道・余市町と古平町の境にある

国道2 2 9号線豊浜トンネル内で、落盤事故に

路線パスと乗用車が巻き込まれ、事故発生か

ら8日目に 2 0人の死亡を確認

1996.2.13 ［通達］平8.2.13基発第5 8号の2 rトンネル建

設工事における崩落災害等の防止に関する

自主点検の実施についてJ(1996.2.10の北海

道・豊浜トンネル事故関係)(通信502)

1996.2.16 ［報告］化学品審議会安全対策部会「化学

物質総合安全管理の推進の在り方(中間報

告) 自己責任による自主管理 J( 通信
504)

1996.2.19 玩具の安全生産に関する市民連絡会報告

会(東京)

1996.2.20 ［通達］平成8年度労働基準行政運営方針

(法令49-6/速報156/衛生96-4/基準広報
1184)

1996. 2.20 ［通達］平8.2.20基発第7 2号「作業環境測

定の記録のモデル様式の改正についてJ (通

信 505/安衛広報650/衛生9 6- 5)

1996.2.21 ［災害］山梨・山梨市の病院で、高気圧酸素

治療室にあった高気圧酸素治療装置の治療

タンクが爆発し、治療中の患者ら2人が死亡、

病院の技師ら3人が軽傷

1996. 2.22 ［通達］平8.2 .22基発第75号「職場における

喫煙対策のためのガイドラインについてJ(情

報 96-4/法令49-6/通信503/速報156/衛生

96-4)

1996.2.22 ［通達］平8.2.20基発第7 7号「特定化学物

質等作業主任者能力向上教育についてJ(安

衛広報649)

1995.2.23 ［通達］平8.2.23基発第7 9号「労災保険に

おける『はり・きゅう及びマッサージ』の施術に

係る保険給付の取扱いの 部改定につい

てJ(情報96-4)

1996.2.23 ［通達］平8.2.23基発第8 0号「労災保険に

おける『はりきゅう及びマッサージ』の施術に

係る診断書料の取扱いの 部改定につい

て」

1996.3. 1 ［省令］平8.3.1労働省令第6号「労働者災

害補償保険法施行規則等の一部を改正する

省令J(介護補償給付の細部規定等)→

1996.4.1以降施行(法令49-7)

1996.3. 1 ［告示］平8.3.1労働省告示第13号「労働保

険の保険料の徴収等に関する法律施行規則

第20条の3第1号及び第3号の規定に基づき

労働大臣が定める告示J(労働者の健康保持

増進のための措置であって労働大臣が定め

るもの及び安全または衛生を確保するための

措置)→ 1996.3.31適用

1996.3. 1 ［告示］平8.3.1労働省告示第14号「労働者

災害補償保険法の施行に関する事務に使用

する文書の様式を定める告示J(介護補償給

付等の様式の追加等)→ 1996.4.1適用

1996.3. 1 ［通達］平8.3.1基発第95号「労働者災害補

償保険法等の一部を改正する法律の施行

(第2次分)についてJ(情報9 6 - 5 /法令49-9)

1996.3. 2 全国安全センター・労住医連第7回振動病

7'ロジヱクト(東京)

1996.3. 5 ［法案］r労働安全衛生法の一部を改正す

る法律案j国会提出→1996.10.1施行予定

(法令49-8/速報157/安衛広報649/衛生96

5)

1996.3. 5 ［省令］平8.3.5労働省令第7号「労働安全

衛生規則の 部を改正する省令J(鋼管足場

に使用する鋼管等及び鋼管規格に適合する

鋼管以外の足場に関する事項の 部改正)

→ 1 9 9 6 .4.1適用(通信504)

1996.3. 5 ［判例］特発性脳内出血で死亡した元小学

校教諭の事件で、地方公務員災害補償基金

愛知県支部の不支給処分を認めた原判決を

破棄し、名古屋高裁に差し戻す最高裁第3小

法廷判決(情報9 6- 5)

1996.3. 8 石綿対策全国連絡会議、労働省・環境庁

交渉

1996.3.9-10 全国安全センタ←・労往医連第7回じん

肺プロジェクト(広島)

1996.3.14 石綿対策全国連絡会議、建設省交渉

1996.3.19 ［通達］平8.3.19基発第133号「計画の届出

の取扱いについてJ(法令49 - 16 /通信510)

1996.3.22 ［通達］平8.3.22基発第140号「技能講習及

ぴ教習の円滑な運用についてJ(法令4 9ー11/

通信505/安衛広報650/衛生96 -6)

1996.3.22 ［通達］平8.3.22基発第141号「ボイラー及

び圧力容器安全規則の一部を改正する省令

の施行についてJ(法令4 9-1 5/通信509)
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園 199日年度特集

6・7月号①全国安全センター結成総会

②脳・心疾患の労災認定問題

8月号①精神障害・自殺の労災認定
～振動病をめぐる状況

9月号夜勤・交代制労働

10月号 アスベストによる健康被害

11月号出稼ぎ過労死は業務上災害

12月号改正労災保険法施行通達
1月号 CIなくせじん肺全国キャラパン

②規制法制定めざし 6 0 0人が集会とデモ 

G外国人労働者をめぐる諸問題

2月号対談/将来を見据えた労災保険・労働行政

のあり方を提起しよう

噌刊号じん肺合併肺がん問題資料集

3月号外国人労働者の労災白書

増刊号脳・心臓疾患の労災認定問題資料集

l1li 1 991 年度特集

4月号労働相談活動の中の労災問題

5月号 労働時間をめぐる問題

6月号アスベスト規制法制定をめざす

7・8月号①全国安全センタ←第2回総会

②改正労災保険法第3次分施行

9月号参加型安全衛生活動の考え方進め方

10月号過労死労災調争の相次ぐ勝利

11月号派遣労働をめぐるトラブル

12月号じん肺裁判判決

1月号 I L Oマニュアルの活用

2月号アジアの職業病・公害病を考える

3月号 ①腰痛予防ベルト
～虚偽報告労災隠し

置1992年度特集

4月号 労災補償制度の改革

5月号外国人労働者の労災白書9 2年版

6月号労災補償制度の改革2

7月号 アスベスト 110番・規制法

8月号 追悼・佐野辰雄先生

9月号快適職場形成促進事業

1 0月号職場正化学物質対策

11・12月号職場改善トレーニング

1月号建設業の労災防止対策

2月号 「産業被害と人権J国際民衆法廷

3月号 エイズを知る

l1li1993年度特集

4月号産業医のあり方を考える

5月号労働安全衛生法と労働者の権利

6月号 外国人労働者の労働災害 93

増刊号化学物質危険有害性表示制度

7月号第13回世界労働安全衛生会議

付録全国安全センター第4回総会議案

8月号外国人労働者の雇用・労働条件指針

9月号①原発労災

@騒音障害防止ガイドライン

10月号行政賢察結果に基づく勧告

11・12月号任職場改善の国際経験

②企業のアルコ←Jいドラ、ノグ対策

1月号第1凹日韓共同セミナー

2月号 レーヨン工場の二硫化炭素中毒
3月号 (1農業労働災害

②アスベスト

園1994年度特集

4月号感染症の労災認定

5月号週4日時間労働制の実施へ

6月号 長崎じん肺最高裁判決

7月号参加型講座モデル・プログラム

7月増刊号全国安全センタ←第5回総会議案

8月号 ヘルス・プロモーション

9月号慢性期振動病の実像に迫る

10月号 職場が変わるか CDPL法

11月号職場が変わるか②IS09000

12月号 職場が変わるか③環境管理・監査システム

増刊号職場における腰痛予防対策指針
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1996.3.22 ［通達］平8.3.22基発第141号の2fポイラ←

及び第1種圧力容器の運転時検査に関する

認定についてJ(法令49-151通信509)

1996.3.25 ［告示］平8.3.25労働省告示第四号「労働

安全衛生法に規定する新規化学物質の名称

を公表する告示」

1996.3.25 ［告示］平8.3.25労働省告示第18号「労働

保険料適用事業細目の一部を改正する告

示J(一般失業対策事業を削除)

1995.3.25 ［報告］労働基準法研究会・労働契約等法

制部会労働者性検討専門部会報告(情報

96 -6 /法令49-11/速報157)

1996.3.26 ［告示］平8.3.25労働省告示第2 0 号「労働

基準法施行規則第38条の7から第38条の9ま

での規定に基づき休業補償の額の算定にあ

たり用いる率を定める告示J(1996.4.1-6.30

の聞における休業補償の額の算定に用いる

スライド率)

1996. 3.26 ［判例］じん肺管理区分3ロの元トンネル坑

夫がじん肺を合併した死亡した事件で、広島

中央労働基準監督署の不支給処分を取り消

す広島地裁判決(情報96-6)

1996.3.27 ［政令］平8.3.27政令第6 0号「労働安全衛

生法施行令の一部を改正する政令J(健康管

理手帳を交付する業種として3業種を追加)

→ 1996.3.27施行(情報 96-1 .2/法令49 -1 )

1996.3.27 ［省令］平8.3.27労働省令第11号「労働安

全衛生規則の部を改正する省令 J(健康管

理手帳様式等の一部改正)→ 1996.3.27施行

1996.3.27 ［通達］平8.3.27基発第156勾「労働安全衛

生法施行令の部を改正する政令及び労働

安全衛生規則の一部を改正する省令の施行

についてJ(健康管理手帳関係)

1996. 3.27 ［通達］平8.3.27基発第159号「試験地設等

に関する安衛法G L P適合確認状況について」

(通信507)

1996.3.27 ［告示］平8.3.27労働省告示第23号「衛生

管理者規程の一部を改正する告示J(衛生工

学衛生管理者免許を受けることができる事項

等の改正)(通信506)

1996.3.28 ［省令］平8.3.28労働省令第12号「労働者

災害補償保険法施行規則の部を改正する

省令J(葬祭料の定額部分を29万5千円に引き

上げ)(法令4 9- 11 )→ 1996 .4.1施行
1996.3 .29 ［省令］平8.3.29労働省令第 15号「労働基

準法施行規則の一部を改正する省令J(労働

基準庖督署の管轄区域の一部改正)→

1996.4.1施行

1996.3.29 ［告示］平8.3.29労働省告示第33号「労働

基準法施行規則別表第1の2第4号の規定に

基っき労働大臣が指定する単体たる化学物

質並びに労働大臣が定める疾病を定める告

示の一部を改正する告示J(化学物質に起因

する業務上疾病について2 4物質を追加)(情

報96-3/:法令4 9 - 5 )

19 96.3 .29 ［通達］平8.3 .2 9基発第181号「労働基準法

施行規則の規定に基づき労働大臣が指定す

る単体たる化学物質及び化合物(合金を含

む。)並びに労働大臣が定める疾病を定める

告示の全部改正についてJ(情報9 6- 6)

1996 .3.29 ［通達］平8.3 .2 9基発第182号「労働基準法

施行規則の規定に基づき労働大臣が指定す

る単体たる化学物質及び化合物に係る労働

衛生対策についてJ(情報9 6 - 6 /法令49-131 

衛生96 -7/通信507)

1996.3 .29 ［通達］平8.3.29基発第1 8 6 号「中小企業安

全衛生活動促進事業助成制度の推進につい

てJ(通信5091法令4 9-1 3)

1996.3.29 ［通達］平8.3 .2 9基発第188号「建築物の耐

火等吹付け材の石綿含有率の判定方法につ

いてJ(法令4 9-1 5/衛生96-7/通信508)

1996.3.29 ［通達］ (平7.3.22基発第1 3 7号「中小企業

安全衛生活動促進事業助成制度の推進につ

いてjの一部改正)(法令49-13)

1996.3.29 ［発表］労働大臣官房総務課「規制緩和推

進計画の改定についてJ(速報157)

1995.3.29 ［通達］平8.3.29基収第7 8号の2 f社団法人

建設荷役車両安全技術協会の行う特定自主

検査の検査者研修の修了証の様式変更につ

いてJ(通信510)

1995. 3 ［報告］中央労働災害防止協会「職場環境

管理のあり方についての検討会報告書J(安

衛広報657)

注:情報全国労働安全衛生センター連絡会議「安全セ

ンター情報」

法令労働法令協会「労働法令通信」

通信命中央労働災害防止協会「安全衛生通信」

安衛広報労働基準調査会「労働安全衛生広報」

基準広報労働基準調査会「労働基準広報」

衛生中央労働災害防止協会「労働衛生」

速報e全匡l社会保険労務士会連合会「労働社会保

険関係資料速報」
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9物質の管理濃度を設定

労働省@作業環境測定方法も……… 43

1995年 7月号〔通巻20市
1995年6月 15日発行 44貰 800円

掴特集/産業保健のあり方

使用者責任・労働者の権利の確立に基づく

労使の自主対応と産業保健サ←ビス

全国安全センタ←事務局長・古谷杉郎 2

これからの産業保健のあり方に関する

検討委員会報告… …→ 一一一8

職場の循環器疾患対策

日本産業衛生学会循環器疾患の作業関連要因

検討委員会の提言… 一…… 22

発症前1か月の業務も評価…一一…… 30

人事院の脳・心臓疾患認定指針……一一……… 32

連載25 井上浩「監督官労災日記」 一 …….J5
［各地の便り］

間質性肺疾患毛じん肺認定

京都@粉じんとの関連の一層正解明を ……39

通勤途上の転倒事故で死亡

神奈川@始業3時間前の出勤でも認定…一一一…4 1

建設労働者の石綿被害掘り起こし

東京@首都圏建設ユニオンと協力 42

労災審議会建議の実施状況

労働省@アフタ←ケア改正や介護家族援護金一…4 3

政府の規制緩和推進計画

労働省@労働安全衛生関係が35件一一… … … .44

1995年 7月増暗号(通巻別号〕
1995年6月1 5 8発行 40頁 800円

圏全国安全センタ第B回総会

第I号議案活動報告と方針案 一一2
第2号議案 1994年度収支決算案 6

第3号議案 1995年度収支予算案一一…一一一… 8

第4号議案 1995年度役員体制案 v…一一一一一一-5
労働安全衛生をめぐる状況…戸日 … ..9

1994年度労働安全衛生関係日誌……~… 30

安全センター情報 1994年度目次… …一一一一.34

全国安全センター規約・規定 一……40

通 加 号

I過労死と因果関係 弁護士金ハンジュ 4

E過労死と企業責任 弁護士金晋国 17
E 過労死と医学 家庭医学専門医・越定振…3 0

W 労働の様々な要因と疲労度に関する調査

過労死相談センタ← 37

V 労働災害補償制度の理論と各国の立法例

弁護士・チョンテサン 47

資料@韓国の労働災害発生状況 ～…ー……4 6

資料@韓国の職業病の状況“ …十… 34

資料@韓国の脳・心臓疾患労災認定基準 53

1995年 8・9月号(通巻別問)
1995lj' 8月 15日発行 92頁 2,000円

圃総特集/第2回日韓共同セミナー

第2回労働と健康に関する日韓共同セミナ←

全国安全セニタ一事務局長・古谷杉郎…2

［開会あいさつ］

［日本］ 全国安全センター議長・原田正純 .8

［韓国］ 労働と健康研究会共同代表・金恩姫… 9

［過労死問題日韓シンポジウム］

［韓国］韓国の過労死の実態と課題

過労死相談セユタ←所長・李慶雨 10

［日本］過労死認定基準の改正と問題点

過労死弁護団全国連絡会議事務局長・玉木 成… 18

［韓国］過労死認定上の問題点と立法方向

過労死相談セニター顧問弁護士・金晋国 26

［日本］過労死労災裁判の到達点

過労死弁護団全国連絡会議幹事上柳敏郎 36

［日本］過労死を予防するために

全国安全センター副議長・天明佳臣…41

［過労死問題日韓共同声明］…ー……… 47

［日本］過労死シンポまとめ

過労死弁護団全国連絡会議代表幹事・岡村親宜 48

［韓国］過労死シンポまとめ

過労死相談センター顧問弁護士・イーウォニョン 48

［日韓両国の労災職業病問題の実態と取り組み］

［韓国］労働災害の現況と労災追放運動

全国産災追放団体連帯会議代表・チョオックファ49

［日本］労災職業病の実態と取り組み

関西労働者安全センター事務局長・西野方庸 56

［第1分科会じん肺問題］

［日本］じん姉問題の現状と課題

東京東部労災職業病セ>タ一代表・平野敏夫…61

［日本］造船所のじん肺・石綿関連疾患

横須賀中央診療所・名取雄司 67

［韓国］健康診断制度改善闘争
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1・2月号 災害補償の官民格差

3月号阪神大震災

1995年4月号〔通巻訓号)

1995年3月 15日発行 46頁即日円

圃特集/脳・心臓疾患認定基準

脳・心臓疾患労災認定基準改正の内容と問題点

全国安全セ>ター事務局長・古谷杉郎… 2

資料1/平成7年2月1日付け基発第38号

脳・心臓疾患等(負傷に起因するものを除く)

の認定基準について …一…… 13

資料2/検討プロジェクト委員会結果報告書……16

阪神大震災工/震災復旧工事に伴うアスベスト対策

対策の実効性確保こあらゆξ努力を日 20

石綿規制、爆発・火災対策で政省令改正

労働安全衛生政省令の改正施行通達 27

約4割の医療機関が「労災隠し」を経験

大阪府医師会労災部会の調査一一…………… 32
連載22 井上浩「監督官労災日記J............ 3 5

［各地の便り］

21世紀を見据えた取り組みを

自治労@安全衛生対策室設立10周年 39

適用日限定に合理的根拠なし

福岡8C型肝炎感染疑いでの抗体検査…一一一 ..AO

日系ベJ,一人の頚椎ヘルニア

埼玉@労働組合を結成して労災認定 .41

メッキ工場でミの頚肩腕障害

大阪@会社の間違いでトラブル … 42

年6000時間労働で過重性なし

兵庫@審査請求で不当な判断を逆転ー一…一一一 ..A3

1995年 5月号(通巻205号〕

1995年4月 15巳発行 48li［ 800円

園特集/錨灸治療制限撤廃へ

労災銭灸治療の一律期間制限は違法

一大阪高裁全面勝訴判決

関西労働者安全センター・片岡明彦一 2

資料1/鍛灸訴訟関係弁護団の申入書……ー 10

資料2/労働省の見解(補償課長事務連絡) ••• ... 1 1

資料3 /大阪誠灸裁判闘争の歩み ...12

大阪錬灸訴訟・大阪高裁判決全文……………4 1

小山過労死労災11年余の歩み

清掃工場労働者の退勤途上のくも膜下出血

長崎市役所現業労働組合他 14

職場におけるエイズ問題に関するガイドライン

平成7年2月20日付け基発第76号職発第97号 23

連載23 井上浩「監督官労災日記」 … 27

［各地の便り］

事故と恐怖で「心因反応」認定

神奈川@労災隠しの親会社に補償と対策要求ー .31

トイレ内の事故で脳挫傷

東京@非常勤嘱託市職員に労災認定… 34

「歪み取り」でも石綿暴露

広島82年間も労基署が認定作業を放置…… ..35

労基暑が認めても認めない会社

東京@ケイワン患者に生命保険会社… 36

被災地のネットワーク発足

兵庫@震災復旧のアスベスト対策… 一一一一一一3 7

地域に根ざし職場に密着

東京@中小零細にこだわってきた10年 39

阪神淡路大震災に伴う労災保険給付の状況… ..AO

l抑 5年 6月号(通巻崎)
1995年5月15日発行 44頁 8C口円

盟特集/アスベストをめくeる冒際状況

クリソタイルを含めた全石綿の規制を

被害と規制を考える4.18集会 2

石綿関連疾患ーその科学的考察-

マウントサイナイ医科大学教授鈴木康之亮…4

毎年2,000名の命を奪う

イギリスの反アスベスト活動家からの手紙一一14

管理使用か追放か?

1994年3月アスベスト国際セミナー 21

チェックリストを使って職場巡視

第7回労働安全衛生学校 ………一一… …25
連載24 井上浩「監督官労災日記J....  .......3 0

［各地の便り］

零細企業工場長の郎通内出血

東京87年目に過重業務認め認定… 34

通達撤回へ法廷内外で運動を

神奈川@制限期間後の誠灸治療費請求一一一一…3 8

7ツダで2人目の石綿被害

広島@企業上積み補償も在職と同額 39

「介護労働と職場改善」学習会

東京@東京福祉連続講座に向けて一一……………4 0

半数の地点で前回上回る濃度

兵庫@環境庁・震災地でのアスベスト測定 42

労災隠しの犠牲者むなる外国人

大阪@タイ政府関係者がN G Cと交涜一一……… ..A2

3 3業種で労災保険率引き下げ

労働省83年に度t料率の見直し 43

42 安全センター情報1996年9月号

1
2

市
同
事 

一

五l
1

一

増暗一
月新一

0
0

日
一
死

年
明
一
濫

悶
坪
一
駒

内
問
一
樹園



官会業~決策報i'in~意義慶房次回川辺民自民自民川浴沼渓民民主主三三E

産業保健総合センター設立推進委員長・梁吉承 70

［第 2分科会職場活動と労働者教育］

［日本］安全衛生トLーニングの経験
東京東部労災職業病センタ事務局長・飯田勝康…8 0

［日本］職場改善へのアプローチ
神奈川労災職業病センタ ・山岸素子 83

［韓国］労働者教育の現況と課題
労働と健康研究会前教育部長・パクウンジュー 86

［閉会あいさつ］

［韓国］
産業保健総合センター設立推進委員長・梁吉承 91

［日本］ 神奈川労災職業病センター・斉藤龍太一9 1

資料・韓国の脳・心臓疾患労災認定基準…………15

資料@韓国のじん肺診断及び事後管理の状況 76

1995年 10 月号(通巻212～)
19 95年9月 15日発行 42頁自DC円

国特集/行政手続法と労働基準行政

申請に対する審査基準及び標準処理期間を
設定・公表 全国安全セLタ一事務局 2

労働基準行政関係「申請に対する処分 覧表」… 14
労働基準行政関係「不利益処分 覧表J....  .19

中華航空機墜落事故原因追究に対する疑念
熊本労働安全衛生センター・穀本道也 .n

今なお続く被災地のアスベスト飛散
環境監視研究所・中地重晴 28

連載26 井上浩「監督官労災日記」 ………一一3 2

［各地の便り/世界から］
車いす生活者の戦査50年史

九刊@全脊連九州が証言集を作成♂…一一一… 36

労働組合専従の過労死を逆転認定

大分・審査請求では認定基準改正後初めて… 37

地震防災対策案を作成
兵庫@阪神大震災の教訓を全社に一一一ト 38

トラノク運転手の腰痛2例
東京・災害性認めようとしない労基署一一…ー…… 39

一般健診事業を厚生省に移管
韓国@事業主の費用負担を軽減→ 40

審査官青求から3か月で提訴可能
最高裁・労働省は労災法改正で対応……… 42

1995年 11月号(通巻 21掛
1995年 10月 15日発行 40頁 80C円

園特集/改正労災保険法

遺族補償給付の引き上げ

介護支援事業モ開始
改正労災保険法第 次分の施行 ……一一2

じん柿訴訟過去最高の認容額

長崎北松じん肺福岡高裁判決の意義と展望
全国じん肺弁護団事務局長・安江裕 15

第4回目尻賞①

あの子たち教育を、医療をもっとましな生活を
水俣病市民会議議長の日吉フミ子さん一 19

行政手続法と労働基準行政(下)

行政指導拒否で不利益取扱は違法
全国安全センター事務局一 24

連載27 井上浩「監督官労災日記」 ………30

［各地の便り/世界から］
福岡地裁でとじん肺肺がん訴訟
福岡@労働省通達を変えさせよう ……34

石綿肺がんの損害賠償訴訟
神奈川@石綿じん肺原告団に続き提訴 35

手話通訳者の頚肩脱障害
広島.県立ろう学校で公務災害認定……… 36

地区勤労者健康管理推進協議会
大阪@連合大阪が労働者側委員の連絡会……3 7

脊損患者の死亡を逆転認定
大分@死亡原因江鑑定が決め手 ← ..37

職場での殺人事件多発
海外短信8SAFERTIMES (PHILAPOSH) ... ...39

インド珪肺「未亡人の村」
海外短信.Workers' Health Jntemational N白川letter十 40

1995年 12月号(通巻山号〕
1995年11月15日発行 42頁 80C円

アメリカにおける腰痛対策の現状
腰部保護ベルトを中心に

広島大学公衆衛生・宇土博一2

圃特集/頚蔚腕症候群予防対策
職場における経験腕症候群予防対策に関する

検討結果報告書
平成7年8月中央労働災害防止協会一一9

参考資料1.作業の例一 戸……… 18

参考資料 作業域範囲の例 一…一一一…一一 18

参考資料3・頚肩腕健診問診票の例日 19

参考資料 関連通達の健診項目 ……20

参考資料 職場体操の例 …ー…… 21

参考資料6.具体的対策の例ー…一一一… 24

第4岡田尻賞②

低周波公害認めぬ行政に怒り
“聞こえなくてもあるのです"

和歌山から公害をなくす市民のつどい

世話人の汐見文隆さん 28

連載28 井上浩「監督官労災日記J  ..... 34

［各地の便り/位界から］

ケイワン認定から職場改善へ
神奈川1 8 C A D作業などの女性労働者一 → .38

作業所長の過労死逆転認定

長崎@右翼との対応・歓迎会t評価 39

安全・衛生週間に合わせた企画

東京@駅頭でのチェックリスト配布・学習会… 40
告示・通達対象化学物質を追加

労働省81%以上のクロロホルムなど… … … 41

局医意見書の遅れで決定遅延
広島@局医の選出・あり方見直しを …42

アメリカ室内空気の基準策定
海外短信.Workers'H四 lth Intemational Ne-附 letier …4 2

1例年ト2丹号(通巻山21〕時
1996年1月 15日発行 64頁じ600円

圏特集/アジアの産業災害

アジア@開発と産業災害
新たなパラダイムの構想を

DAGAH ong Kong. Bruce Van Voorhis ..-..- 2

タイ@世紀の大火
“開達"大火と労働者の闘い

タイ・ケーダー労働者支援香港連席会議 5
中国@中国の玩具産業火口箱

Multinational Monitor.Hugh Wiliam叩 n...1 3

香港@玩具の安全な生産こ関する憲章一一…17

インドCD810年後のボパール
被害の深刻さと闘う人々の強さ

神奈川労災職業病セ>タ←山岸素子…19

インドcv.医療・福祉問題としてのボパーJL事件
SHARE.港町診療所・本田徹 26

台湾@じん肺坑夫三部局

地の底からの叫び
敬仁労工安全衛生服務中心 34

第4回目尻賞③

アジアの労災職業病輸出に監視む車帯のネットワーク
香港工業傷亡権益会総幹事・陳錦康さん 39

連載 29 井上浩「監督官労災日記J.......................43

I L O石綿条約の早期批准を

健康管理手帳交付対象に石綿業務も追加
石綿対策全国連絡会議第9回総会 47

［各地の便り/世界から］

過労による気管支端息を公務災害認定

福岡@ただし発病から復職までの期間に限定一…5 2

震災復旧工事で8 9 2人が死傷

兵庫・大仮@労働基準局のまとめ………………5 7

原発被爆労働ホットライン

神奈川・大阪@深刻な被爆労働の不安 58

一時的作業・中小企業対策を

茨城@じん肺予防対策で局・署と交渉………5 9

労災診療費3 0億円払い過ぎ

会計検査院83都県で割高算定解消せず 60

3業務に健康管理手帳拡大

労働省@健康管理手帳交付対象業務検討結果 61

職場と環境の発がん物質
海外短信e W o r k e rダHealth InternatI onal New由 tter ---62

1996年 3月号〔通巻 21市
19 96年2月 15日発行 46頁 800円

園特集/小規模事業場の産業保健

産業医選任基準の3 0人以下事業場への

引き下げ見送り

中基審建議を受け労働安全衛生法改正へ

医師会は産業保健セニターマニュアル作成 2

中央労働基準審議会建議

「労働者の健康確保対策の充実強化について」… J
労働安全衛生法等の一部を改正する法律案要綱 9

日本医師会産業保健委員会答申 .......... 9

脳心認定基準に不整脈による突然死等を追加

改正後の労災認定件数は倍以上 16

連載30 井上浩「監督官労災日記」…~ 一 ～ー 19 

EU諸国の職業病リスト

異なるアスベスト関連疾患の補償 23

［各地の便り/世界から］
監督署・審査官で相次空過労死認定

愛媛@えひめ社会文化会館労災職業病相談室 31

震災後の過酷な環境で過労死
兵庫@申請かG 6か月で業務上認定 … 38

「付添看護j廃止とせき損者

厚生省@瀬戸際に立つ日本の公的医療保障……3 9

新たに2 2の化学物質を追加

労働省@職業病リストの大臣指定物質 …41

建設労働者の肺がん認定

東京@日本の病理検査で石綿検出できず…… 41
世界に広がる“玩具キャンベ←ン'

香港@玩具フェア二合わせ国際会議 42

健康サークJLの経験技官針

ドイY81Gメタルがパンフレット…一一一円←. .44

44 安全センタ情報 1996年9月号 安全センタ情報1996年9月号 45



;i会開喪主量的糾蔵鈎畑忠沼山川I三 三主E

金闇安企センター規約@規定

規約

第1章総則
第 1条 このセンターは、全国労働安全衛生センター連

絡会議(略称全国安全センター)という。
第2条 このセンターは、事務所を東京都に置く。
第3条 乙のセンターは、地域安全(労災職業病)セン

ター相互の交流・連携・共同の取り組みを通じ
て、労働災害・職業病の絶滅、労働安全衛生対
策の充実及び被災労働者に対する十分な補償
の実現をはかり、もって働く者の安全と健康、福
祉の向上に寄与することを目的とする。

第4条 このセンターは、前条の目的を達成するため
に、次の事業を行う。
(1)労災補償、安全衛生等に関する制度の改悪

を許さず、働く者の立場に立った制度・政策の

確立のための取り組み
(2) 労働安全衛生活動の交流相談
(3) 地域安全(労災職業病)センター活動の拡

大のための取り組み
(4) 資料の収集と提供、機関紙等の発行
(5) 労働安全衛生等に関する教育、研究
(6) 内外の関係諸国体、医師、専門家等との協

力、提携
(7) その他目的を達成するために必要な事業

第2章会員
第 5条 このセンターの会員は、次の3種とする。

(1)地域センター会員 このセンターの目的に
賛同して入会した地域安全(労災職業病)セ
ンター又はこれに準じた団体

(2) 賛助会員 このセンターの目的に賛同し、
事業の推進を援助するために入会した者

(3) 名誉会員 このセンターに功労があった者
文は学識経験者で、総会において推薦された

者

第6条 地域センター会員及び賛助会員になろうとする
者は、入会申込書を議長に提出し、運営委員会
の承認を得なければならない。

第 7条 地域センタ←会員及び賛助会員は、総会にお
いて別に定めるところにより会費を納入しなけれ
ばならない。

第 8条 会員は、次のーに該当したときその資格を失

う。
(1)会員自ら退会を申し出たとき。
(2) 会員が死亡し、文は解散したときは、退会し

たtのとみなす。
(3) 地域センター会員及び賛助会員で、理由な

く会費を 1年以上納入しないとき。
(4)その他総会の議決で会員として適当でない

と決定したとき。
第9条 既に納入した会費その他の拠出金品は、返還

しない。

第3章役員
第 10条 このセンターに次の役員を置く。

(1) 議長 1名
(2) 副議長 若干名
(3) 事務局長 1名
(4) 事務局次長若干名
(5) 運営委員若干名
(6) 監事 2名

第 11条議長は、このセンターを代表し、会務を統括す
る。
副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき

は、これを代行する。
事務局長は、常時会務を処置する。
運営委員は、運営委員会を構成し、会務の執

行を決定する。

EE事は、このセンタの経理を監査する。
第 12条役員は、総会において会員のうちから選任す

る。役員の任期は1年とする。ただし、再選は妨げ
ない。

第 13条議長は、運営委員会の議を経て、顧問を委嘱
することができる。顧問は、会務に関し、運営委員
会の諮問に応じ、意見を述べることができる。

第 14条 このセンターの事務を処理するために、事務局
長及び事務局次長その他の事務局員からなる事
務局を置く。その他事務局員は、運営委員会の議
を経て、議長が任免する。

第 15条議長は、運営委員会の議を経て、専門委員会
や特別調査会等の機関を設けることができる。

第4章総会及び運営委員会
第 16条総会は、会員をもって構成する。

総会は、通常総会及び臨時総会とし、議長が
召集する。

通常総会は、毎年 1回開催し、活動方針及び予
算の決定、役員の選出、活動報告及び決算の承
認その他このセンタの運営に関し重要な事項
を議決する。

臨時総会は、議長が必要と認めたとき又は総
会員の3分のl以上若しくは監事から会議の目的
たる事項を示して請求があったときに開催する。

第17条総会は、会員の過半数の出席をもって成立す
る。総会の議事は、出席会員の過半数の同意を
もって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ
ろによる。
総会に出席することのできない会員は、あらか

じめ通知された事項について書面をもって表決
し、又は他の会員を代理人として表決を委任す
ることができる。この場合において、総会の成立
及び議決については、出席者とみなす。

第四条運営委員会は、議長、副議長、事務周長、事務
局次長及び運営委員をもって構成する。
運営委員会は、総会の議決した事項の執行に

関すること、総会に付議すべき事項、その他総会
の議決を要しない会務の執行に関する事項につ
いて議決する。

運営委員会は、議長が召集し、その運営は総会
1=準ずる。

第5章会計
第四条 このセンターの経費は、会費、寄付金、事業収

入、及びその他の収入によってまかなう。
第 2日条 このセンターの会計年度は、毎年 4月 1日に始

まり、翌年3月31日に終わる。

第 21条 こ¢センターの決算は、総会の承認を得なけれ
ばならない。

附則

第 22条 この規約の改廃は、総会の議を経なければな
らない。

第23条 この規約は199C年5 11 12 日より実施するD

会費規定

全国労働安全衛生センター連絡会議は、規約第 7条の
規定の基づき、会員の会費に関する規定を次のとおり定
める。

第 1条 地域センター会員の会費は、年額 1口1万円で
1口以上とする。

第2条 賛助会員の会費は、年額1口1万円で1口以上
とする。

第 3条 地域センタ一会員会費及び賛助会員会費に
は、機関紙の講読料が含まれるものとする。

附則この会費規定は1 9 9 0年5月 12日より実施する。
1991年6月2日一部改正。

購読会費規定

第 1条 全国労働安全衛生センター連絡会議の機関
紙「安全センター情報」の購読会費を次のとおり
とする。

1部年額10,。 0 0 円
2部年額19,。 0 0 円
3部年額2 7 ,0 0 0 円
4部年額34,000 円
5部年額4 0 ,0 0 0 円

6部年額4 5 ,000 円
7部年額4 9 ,000 円
8部年額5 2 ,000円
9部年額5 4 ,000円

10部以上 1部につき年額 6,000 円

第2条 購読会員は、規約第5条の会員には含まれな
い。

附則この会費規定は 1991年6月2日より実施する。
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